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（ 開議時刻 １０時００分 ） 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  朝の挨拶をします。おはようございます。 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は 10 名です。定足数に達

していますので、会議は成立しました。 

  本日の議事日程は、あらかじめ告示したとおり

です。 

  これから本日の議事日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、葛巻町議会総合条例第

120 条の規定により、議長から、１番、竹花結議

員及び６番、姉帯春治議員を指名します。 

  次に、日程第２、一般質問を行います。今回の

定例会議には、５名の議員から一般質問の通告が

ありました。なお、一般質問に係る時間は、質問、

答弁を含めて１時間以内に制限していますので、

ご承知願います。制限時間の経過につきまして

は、制限時間５分前にベルを１回、制限時間にな

った時点でベルを２回鳴らします。制限時間を超

えての質問あるいは答弁は、特に許可した場合の

みとします。 

  それでは、通告順に発言を許します。質問、答

弁とも簡潔、明快にお願いします。最初に、９番、

山崎邦廣議員。 

 

９番（ 山崎邦廣議員 ） 

  山崎邦廣です。質問させていただきます。よろ

しくどうぞお願いいたします。 

  私からの質問は、酪農畜産振興の現状と今後の

取組の考え方につきまして、２点をお伺いいたし

ます。本町の酪農業振興につきましては、これま

での定例会議におきまして伺ってまいりました

が、資材の高騰などの酪農畜産経営に影響を及ぼ

す要因が現在も続いている状況にあります。 

  これまでの定例会議におきましては、令和６年

３月会議では、国、県との連携について、物価高

騰に伴う農業経営への影響軽減対策、これの効果

的な対応についてお伺いをいたしました。そし

て、令和５年９月会議では、酪農業の推進につい

て、町の中期的な展望、また令和４年９月会議に

おきましては、配合飼料や肥料などの価格上昇に

よる酪農経営への影響を踏まえた今後の酪農振

興について伺ってきたところでございます。 

  町が行っております取組の中では、酪農畜産振

興に係る課題についての要望を国、県に対し継続

して行っているほか、農業資材の高騰や鳥獣被害

防止などに対する農家支援についても、継続して

推進されております。 

  このような中におきまして、農業資材や石油の

価格が高止まりのような状況でもあり、また生乳

生産量のうち、2022年の実績では、生産量の53％

を使用している牛乳の消費量、これも減少傾向の

ようであります。 

  そこで、次の２点をお伺いいたします。１点目

は、酪農畜産振興の現状について、自給飼料生産

に対する農家支援とその成果の状況をお伺いい
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たします。 

  ２点目は、酪農畜産振興の取組につきまして、

関係機関との連携を含む今後の酪農畜産振興の

考え方についてお伺いをいたします。 

  よろしくお願いいたします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男 ） 

  ただいまの山崎議員の質問に対し、お答えをさ

せていただきます。ご質問の酪農畜産振興の現状

と今後の取組の考え方についての中での１点目、

自給飼料生産に対する農家支援とその成果の状

況についてでありますが、町ではこれまでも、足

腰の強い酪農経営体を確立するため、耕作放棄地

や遊休農地の有効活用、家畜排せつ物の適切な利

用による循環型畜産の推進などにより、自給粗飼

料の生産性の向上に取り組んできたところであ

りますが、粗飼料価格が高騰している状況などを

鑑みますと、改めてこれら取組の重要性を感じて

いるところであります。 

  町では、農業生産資材の価格高騰への短期的な

対策として、畜産生産資材価格等高騰対策事業を

実施したところであります。令和４年度において

は、令和３年度と令和４年度の農業所得の申告の

際に経費として計上した肥料費、飼料費、動力光

熱費の差額上昇分に対しまして補助金を交付し

たほか、令和６年度においては、月齢24か月以上

の乳用牛及び肉用牛１頭当たり7,000円の補助金

を交付し、厳しい経営環境下にある畜産農家の経

営継続を支援してまいりました。 

  また、長期的な対策としましては、令和２年度

から実施している草地更新支援事業について、令

和５年度からその支援内容をさらに拡充し、自給

飼料の生産性のさらなる向上による経営基盤の

強化と安定を図る取組を進めており、この対策は

今後におきましても当面継続する考えでありま

す。 

  この草地更新支援事業の実績でありますが、令

和６年度までに事業を活用した農家は延べ67戸、

草地更新実施面積は164ヘクタール、補助金交付

総額は2,050万円ほどとなっており、事業実施前

と比較しますと、効果の大きかった圃場では収量

が２倍ほどに増加している状況であります。 

  自給飼料の生産性の向上は、輸入飼料の動向に

左右されない足腰の強い農業経営を展開してい

く上でも必要不可欠なものであり、農業経営コス

トの削減や安定化につながっているものと認識

をいたしております。 

  ２点目の関係機関との連携を含む今後の酪農

畜産振興の考え方でありますが、町の酪農産業

は、明治25年に乳用牛を導入して以来、先人のた

ゆまぬ努力によって着実に進歩、発展を重ね、令

和４年には乳牛導入130年を迎え、現在、町の基

幹産業として地域経済の中心を担っている状況

であります。 

  昨今は、原油価格の高騰、円安の急激な進行、
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社会全体の物価上昇の影響による畜産生産資材

の高騰などによる厳しい経営環境により、畜産農

家戸数、総生乳生産量ともに減少傾向が続いてい

るところであり、酪農畜産を取り巻く状況はかつ

てないほど厳しさを増している上、当面はこのよ

うな状況が続くことが想定されるものでありま

す。 

  町は、効率的かつ合理的な生産と生乳の高付加

価値化を図ることで、100 年先まで持続する酪農

業を目指した新葛巻型酪農構想を平成 26 年度に

策定したところでありますが、さらに酪農家の生

産設備の近代化や分業化による生産構造の改善

を促進する支援組織の体制整備のため、平成28年

度に関係機関で構成する葛巻町畜産クラスター

協議会を設立し、この協議会を中心に酪農構想の

実現に向けた取組を推進しているところであり

ます。 

  これまで協議会では、国の補助事業を活用し、

６つの経営体が牛舎の新築、２つの経営体が牛舎

の増改築を実施し、飼育頭数の増頭が図られてい

るほか、法人経営体等によるコントラクターの組

織化を進め、作業の外部化により酪農家の負担が

軽減されているところであります。さらに、肉用

牛農家においては、畜産クラスター事業の活用に

より、優良な繁殖雌牛の増頭や更新が進み、生産

基盤の強化が図られているところであります。 

  町の単独事業では、平成 29 年度から実施して

いる畜産労働力負担軽減対策事業について、令和

６年度から支援内容を拡充したほか、令和７年度

からは新たに畜産暑熱対策事業に取り組んでお

ります。作業負担軽減や畜舎環境の改善が進み、

畜産経営の安定化につながっているものと認識

をいたしております。 

  ご質問の関係機関との連携についてでありま

すが、町産業振興協議会畜産専門部会が八幡平農

業改良普及センターと連携し、「北緯40度・畜産

技術情報」を毎月発行し、飼養管理技術や牧草、

デントコーンの効率的な生産などの情報を町内

の全畜産農家へ提供し、安定的な経営実現に向け

た支援を実施しております。 

  さらに、県ではいわて農業経営相談センター現

地支援チームを設置し、大規模経営体等の巡回訪

問を通じて各農家の現状把握を行い、県、普及セ

ンター、農協及び町の担当者間で経営状況の情報

共有を図っているほか、改善が必要と思われる経

営体については定期的に検討会を実施するなど、

相互連携を強化しているところであります。 

  安定した経営を継続していくためには、各関係

機関、団体と協議を行いながら、効率的、合理的

な酪農生産を進めていくことが重要であり、国、

県の対策や事業をしっかりと活用することを前

提としつつ、不足する部分の対策については町が

補完するよう努めるほか、現状の課題や新たなニ

ーズについては国、県にしっかりと要望を伝え、

農家が安心して経営に向かうことができるよう

支援し、持続発展的な畜産酪農の取組をさらに進

めてまいりたいと、そのように思いますので、ご

理解を賜りたいと存じます。 
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議長（ 鈴木満議員 ） 

  山崎議員。 

 

９番（ 山崎邦廣議員 ） 

  ご答弁ありがとうございました、町では、今後

とも関係機関と連携し、不足する部分について

は、特に支援も継続していくと、町長の答弁でご

ざいました。本当に心強い限りでございます。 

  そこで、もう少しお伺いをしたいと思います。

粗飼料生産、これは国内生産による価格の安定、

これが期待されますが、このほかに望まれること

は自給飼料の生産量の安定化でございます。 

  生産量に影響を及ぼす要因として、主なもので

は天候、それから野生動物があります。今年の前

半は水不足でありました。気象庁の資料によりま

すと、１年間の平均気温ですが、100年当たり1.4

度ずつ上昇していると記載されております。今年

の渇水のような状況、水不足でありますが、これ

からも心配をされるところでございます。温暖化

によりまして、例えば牛の管理でございますが、

兵庫県のように暑さに強い牛の改良を進めてい

るところもあるようでございます。 

  このような気象、気候変動に対応しながら、酪

農畜産経営でありますが、渇水対策の必要性、先

ほど申し上げましたように、今後高まってくる可

能性もございます。対策には費用が必要となりま

すので、経営に影響を与える要因となりますが、

短期的には水代の経費、長期的には貯水、水をた

める施設、機材の経費、このような負担軽減の支

援、水をためる、確保する資材の購入などが考え

られますけれども、将来の渇水対策についてのお

考えを伺いたいと思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 遠藤政明 ） 

  ただいまの山崎委員さんの質問にお答え申し

上げます。質問の中で、渇水の影響による町の支

援策ということでの質問でございましたが、本年

の気象庁発表の本町の６月から８月までの３か

月間の降水量でございますが、205 ミリというこ

とで、これにつきましては平年の半分ほどとなっ

てございます。この少雨の影響によりまして、八

幡平農業改良普及センターの提供資料を見ます

と、牧草については二番草が例年の２から３割ほ

どの減収が見込まれる状況でございますが、８月

上旬以降の雨で持ち直してきている状況がござ

いますので、三番草の収量はおおむね平年並みが

見込まれるというようなお話を伺ってございま

す。 

  デントコーンにつきましても、少雨の影響で生

育不良の圃場では減収が一部見込まれておりま

すが、同じく８月上旬以降の降雨がございました

ので、解消が見込まれるものと伺ってございま

す。 

  今年の渇水状況を踏まえまして、今後ですけど
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も、畜産農家、場合によっては園芸農家等を対象

に、渇水に伴う収量の影響等の調査を実施したい

と考えているところでございます。あわせて、農

家さんによっては沢水などを利用している農家

さんもおりまして、そういうふだん水を使ってい

る環境も併せて調査をしたいと考えてございま

す。 

  今年の渇水に対する支援策の直接の要望とい

うのは町には現在ございませんが、調査の結果を

踏まえまして、今議員さんからご提案あった支援

内容など、今後支援策として、必要性などを含め

て検討を考えてまいりたいと思いますので、ご理

解のほうよろしくお願いしたいと思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  山崎議員。 

 

９番（ 山崎邦廣議員 ） 

  ありがとうございます。今後とも対応のほうよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  それでは次に、同じく安定した自給飼料生産に

影響を及ぼす要因、先ほど申しましたもう一つの

ほうであります。野生動物による食害でありま

す。飼料生産の面積が拡大いたしますと、野生動

物による被害面積も増えることが予想されます。

このような野生動物による被害を防止する資材

の購入支援、これは町のほうで継続して実施され

ておりまして、有効に活用されているようでござ

います。 

  この設置した資材でありますが、経年劣化も進

んできておりますので、このような野生動物忌避

資材、この資材の更新に対する支援についてはど

のようにお考えなのか伺いたいと思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 遠藤政明 ） 

  お答え申し上げます。野生動物の被害に対する

購入等の補助事業の内容についてというご質問

でございましたが、現在町のほうで実施しており

ます有害鳥獣に対する被害防止補助制度につき

ましては、電気柵の購入、設置に対する補助でご

ざいまして、購入経費の３分の２を補助する内容

となっております。その際、設置面積１ヘクター

ル当たり 16 万円を上限としてございます。この

補助内容につきましては、把握している限りでは

県内でも最も高い補助率でございますので、今後

も事業の推進を図ってまいりたいと思ってござ

いますし、ご質問がありました電気柵等の更新に

つきましては、現在補助を受けてから５年経過し

たものであれば補助対象としてございますので、

この内容につきましても併せて農家さん等に周

知を図りながら、事業の有効活用ということで進

めてまいりたいと考えてございます。 

  質問の中で忌避剤というお話もございまして、

これにつきましては、公的な研究機関等による実

証の結果は限定的であるかなと思いますし、あと



 

 

- 6 - 

 

個人の開発者や企業、自治体などによる報告がよ

く出ているものと認識してございます。現在の町

の制度の中では、忌避剤につきましては補助対象

とはしないところでございますが、今後忌避剤に

限らず、有害鳥獣に有効な資材等が確認された場

合には、補助事業の対象として検討してまいりた

いと思いますので、ご理解のほう賜りたいと存じ

ます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  山崎議員。 

 

９番（ 山崎邦廣議員 ） 

  引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、農家経営に関してでございますけれど

も、町の手厚い幅広い重層的な支援、経営の向上

が図られているわけでありますけれども、冒頭に

申し上げましたとおり、資材等の高騰のような状

況、あるいはそのほか農家さんごとの事情もある

かもしれません。様々な農家経営に関する困難に

直面いたしますと、新たな収入源の確保も今後大

切になってくるのではないかと考えます。 

  酪農畜産経営の補助的な収入源としたところ

で見た場合でございますけれども、農家体験学

習、これはこれまでも町の取組実績がございま

す。また、近年国内では、体験型観光というのも

行われているようであります。本町がこれまで実

績があります体験学習であります。この受入れ支

援、あるいは特に農家の受入れ経費、この支援に

つきまして、さらに充実してはどうかと考えます

が、いかがでしょうか。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 遠藤政明 ） 

  お答え申し上げます。ただいま体験学習や体験

型受入れということで、農家さん等が受入れする

場合の支援策の充実ということでのご質問と思

いますが、これまで受入れにつきましては、それ

ぞれくずまき高原牧場や農家さんでも行った経

過がございますけども、新型コロナ発生以降、や

はりそういう体験の受入れが減少している状況

にあります。 

  しかしながら、体験する方が、幼少期の体験が

将来就農につながる可能性等もございますので、

実際町内でも就農につながった事例もございま

すことから、農家の皆さんが受入れしやすい環境

を整備することが非常に大事かなと思っており

ますし、後々の農家の後継者対策、それにもつな

がってくるかなと思っております。 

  それを踏まえまして、現在の受入れの実態とか

の把握を、ちょっと確認しつつ、あとは農家の声

や意見なども聞き入れしながら、そのほかの受入

れ支援ということで、収入につながる一つのポイ

ントになるかなと思いますので、今後、その部分

を含めて検討していきたいなと考えております

ので、ご理解賜りたいと存じます。 
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議長（ 鈴木満議員 ） 

  山崎議員。 

 

９番（ 山崎邦廣議員 ） 

  ありがとうございます。このような経済といい

ますか、経営を取り巻く環境の中ではなかなか体

験学習の受入れも、人的あるいは金銭的にも負担

の影響が農家さんに及ぶかと思いますが、ただい

まのお話のとおり、できるだけ子供さんの頃から

酪農畜産体験がありますと、やはり後継者の育成

のほうにも期待が持てるわけでございます。よろ

しくどうぞお願いしたいと思います。 

  それでは次に、関係機関との連携の部分に入り

ますけれども、これまでも様々な酪農畜産に関す

る機関、組織等との連携はされてきて、その実績

もあるということは承知してございます。それ

で、町が酪農畜産経営の向上に向けて実施をして

いる要望活動であります。これにつきまして、も

う少しお考えを伺いたいと思います。 

  飼料価格の高止まりの中でありますが、やはり

頼みの綱は配合飼料価格安定制度ではないかと

思います。この制度は、飼料価格高騰の差額を補

填するということでありますが、算定には直近１

年間の価格と比較をして算出をする仕組みのよ

うであります。価格が高止まりの状況が続きます

と、この制度の効果も薄くなってくるのではない

かと思います。 

  また、肉牛子牛の市場価格も、子牛価格も不安

定のように見えます。子牛価格の下落は経営の圧

迫になりますので、肉用子牛生産者補給金、これ

の水準見直しも含めまして、配合飼料価格安定制

度の見直しを県あるいは国への要望項目に含め

てはどうかと考えるものですが、お考えを伺いた

いと思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  ただいまの質問にお答えをさせていただきま

す。配合飼料価格安定制度でありますが、配合飼

料の輸入原料価格が直近の１年間において平均

を上回った場合に補填される通常の補填制度と、

併せまして輸入原料価格が直近１年間の平均と

比べて15％ほどでありますが、こういった場合に

補填される異常補填の２つの段階での仕組みで

補償をされているという状況でございまして、令

和６年度におきましては補填の交付が行われて

いないという状況にあるものであります。 

  直近の１年間の輸入原料価格と比較して、上回

った場合に補填金が交付される仕組みであるた

め、現在の価格高止まりの状態では補填金が交付

されない仕組みとなっているところであります。

おっしゃるとおり、制度の見直しも必要である

と、このようにも認識しておるところでありまし

て、県の町村会におきましても、県の関係機関

等々にもそういう要望も併せてしておるところ
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であります。 

  また、県では今年度６月でありますが、国に対

する令和８年度の提言要望ということで行って

いるわけでありますが、まさに配合飼料価格安定

制度の充実を要望しているという状況にあるも

のであります。町といたしましても、県の町村会

等を通じながらでありますが、今後もそういう要

望をしてまいりたいと、このように思っておると

ころであります。 

  また、肉用子牛生産の補給制度でありますが、

肉用子牛の価格が大きく下落したときに生産者

に補填される制度でありまして、肉用子牛の生産

を安定的に進めていく制度となっているもので

あります。国が肉用子牛の生産に必要な経費など

を考慮いたしまして、品種ごとに保証基準価格を

示しておりまして、その価格を下回ると補填金が

交付されるという、そういう状況に現在もなって

いるものであります。 

  近年の配合飼料価格の高騰に加えまして、牛肉

需要の変動等によりまして、和牛子牛の価格が保

証基準価格を上回っていても、生産者の経営が非

常に厳しい状況も続いていると、そのようにも認

識しておるところであります。 

  市場の状況や飼料価格の動向など、農業生産に

係る不確実性の高い中、生産者が安心して、そし

て安定的な経営ができるような、そういう仕組み

づくりは重要であると、このように考えておりま

して、生産者の意見等もお伺いしながらではあり

ますが、国、県に、そういう検討をしながら今後

の対策を考えてまいりたいと思っておりますの

で、ご理解を賜りたいと思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  山崎議員。 

 

９番（ 山崎邦廣議員 ） 

  ありがとうございます。要望活動などにつきま

して、これからも足並みをそろえて行ってまいり

たいと思ってございます。 

  これまでの伺った内容につきまして、町の手厚

い振興事業も含めまして、今後ともよろしくお願

いしたいと思います。 

  これで私の質問を終わります。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  一般質問を続けます。 

  次に、１番、竹花結議員。 

 

１番（ 竹花結議員 ） 

  １番、竹花結です。議長の許可をいただきまし

たので、通告に基づき質問をさせていただきま

す。今回は、今年度よりスタートした町の新たな

取組と、学童や保育所における子育ての環境の現

状についてお伺いします。 

  まず１点目に、４月からスタートしました、国

の職員が中小規模の自治体に寄り添い、地域課題

の解決を共に考え、支援する地方創生伴走支援制

度について、現在の進捗状況をお伺いします。 
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  ２点目に、学童保育の充実と利用環境について

ということで、現在の利用状況と入所基準、人員

体制等の課題についてお伺いします。 

  ３点目に、保育園の給食提供体制について、現

在の給食の提供状況と、食の安心、安全における

取組についてお伺いします。 

  以上の３点につきまして、よろしくお願いいた

します。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男 ） 

  それでは、ただいまの質問に答弁をさせていた

だきます。１件目の地方創生伴走支援制度の現在

の進捗状況についてお答えをいたします。まず、

地方創生伴走支援制度でありますが、国が地方創

生2.0を推進するために令和７年２月に制度化さ

れたもので、地方創生に関する課題を抱える人口

10万人未満の市町村のうち、制度の活用を希望す

る市町村に複数の国の職員でチームを編成し、職

務経験等を生かして地域課題の把握や施策立案

の助言を行うものであります。 

  当町におきましては、地域交通の維持・確保、

少子化が進む中での持続可能な学びの環境整備、

再生可能エネルギーの活用の恩恵を実感できる

仕組みづくりの３つの課題解決について制度の

活用を希望したところ、全国約200の市町村の応

募の中から選定された 60 市町村のうちの一つに

選ばれたところであります。 

  具体の支援の内容でありますが、３人の支援官

の活動期間は原則１年とされており、この間、町

の職員と定期的にオンライン会議を開催するほ

か、直接町を訪れていただきまして、助言や、国

の支援制度、他の地域での参考事例のほか、有識

者の紹介などを行っていただくものであります。 

  次に、これまでの状況でありますが、令和７年

２月 21 日が制度活用の応募期限であり、１か月

後の３月 15 日に選定、４月９日付で支援官が辞

令発令を受けており、同月 23 日には３人の支援

官と東京で面談をしたところであります。その

後、５月１日には、副町長と主管課であります政

策秘書課の職員とオンラインによる顔合わせと

今後のスケジュール等について打合せを行い、５

月 25 日から 28 日までの４日間は現地訪問とし

て、町の現状把握のため、視察及び課題ごとのデ

ィスカッションを行い、課題の洗い出しをしたと

ころであります。 

  現在の進捗状況でありますが、８月に入り、２

度目のオンライン会議を開催し、課題の再確認

と、資料収集について支援官と各担当の職員とで

協議を行ったほか、毎月のオンライン会議の実施

と、９月と２月の現地訪問の日程を調整したとこ

ろであります。 

  改めまして、地方創生伴走支援制度につきまし

ては、支援官からの助言や国の支援制度、他の地

域での参考事例のほか、有識者の紹介などをして

いただくのが制度の趣旨でありますことから、課
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題解決に向けた予算措置などを含めた事業化は、

今後さらに議論を掘り下げてからの対応となる

ものであります。 

  次に、２件目の学童保育についてであります。

学童保育は、児童福祉法に基づく放課後児童健全

育成事業に位置づけられ、小学生に授業終了後、

適切な遊びと生活の場を提供することを目的と

しており、町では町内４か所に児童クラブを開設

し、学童保育を行っております。 

  １点目の現在の利用状況についてであります

が、８月１日現在の通年利用児童は、葛巻児童ク

ラブが28人、五日市児童クラブが９人、小屋瀬児

童クラブが２人、江刈児童クラブが７人で、合わ

せて46人が利用しております。 

  ２点目の入所基準についてでありますが、対象

となる児童は小学校に就学しており、保護者が就

労等により昼に家庭にない児童及び健全育成上

指導を要する児童としております。 

  ３点目の人員体制の課題についてであります

が、児童クラブは常勤または非常勤の放課後児童

支援員を２名以上配置しなければならないこと

とされております。各児童クラブには、支援員研

修を終えた保育士及び保育士補助員が配置され

ており、いずれの児童クラブにおいても配置基準

を満たしておりますことから、現在のところ人員

体制に課題は生じておりません。今後も、子育て

世代のニーズに沿った児童クラブの適正運営に

努めてまいりたいと考えております。 

  次に、３件目の保育園の給食提供についてお答

えをいたします。現在の給食の提供状況について

でありますが、ゼロ歳児から２歳児につきまして

は、「子どもの様々な欲求を満たし、生命の維持

及び情緒の安定を図ること」との国の保育指針に

基づき、個々の園児の月齢や育ちに応じた食事を

提供するため、主食、副食を一体的に提供する完

全給食方式とし、食事も保育の一環という考えの

下、給食費は保育料に含むこととしております。 

  一方、３歳児から５歳児につきましては、給食

費は保護者から実費を徴収することが基本とさ

れておりますが、本町では子育て支援の一環とし

て、副食費を無料とし、主食は家庭から持参して

いただいておるのが現状であります。 

  ２点目の食の安心、安全についての取組につい

てでありますが、厚生労働省が定める保育所にお

ける食事の提供ガイドラインや大量調理施設衛

生管理マニュアルなどの関連する通達に沿い、園

児への給食提供に当たっては、食材の調達から管

理、調理、検食、園児への提供など、一貫した安

全管理を行っております。調理室の防虫や消毒な

どの衛生管理は専門業者に委託するほか、厨房設

備の維持管理や検便など、調理に携わる職員の健

康管理も厳正に行っており、本年８月に実施され

ました岩手県の現地指導監査においても、指摘事

項はありませんでした。 

  また、食物アレルギーがある園児は、医師の指

示書に基づき適切な対応を個々が心がけている

ほか、誤飲などの食事中の事故にも保育士が細心

の注意を払っているところであり、引き続き園児
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の食の安心、安全の取組を徹底してまいりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  竹花議員。 

 

１番（ 竹花結議員 ） 

  ありがとうございました。まず、１点目の地方

創生伴走支援制度についてお伺いをしていきた

いと思うんですけれども、国の職員の方々が実際

に来町され、課題のディスカッションや洗い出し

があったということですが、その際にはどういっ

た意見が出たんでしょうか、お伺いいたします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  政策秘書課長。 

 

政策秘書課長（ 波紫徳彰 ） 

  ５月の支援官の訪問の際でございますが、５月

の時点では、あくまでも現状確認というような意

味合いでの来町でございましたので、特段支援官

のほうからはどういったというような意見等で

はなく、現状を把握していただくというのが大き

な目的でございましたので、町の状況をご理解い

ただくような案内をさせていただいているとこ

ろでございます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  竹花議員。 

 

１番（ 竹花結議員 ） 

  ちょっと地方創生伴走支援制度から外れるん

ですけれども、今年、令和７年度の当初予算にお

いて、町では地域課題解決推進事業ということで

200 万円充てております。こちらの課題というの

は、どのようになっているのでしょうか、お伺い

します。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  竹花議員に申し上げます。ただいまの質問は、

議題外にわたっていますので、この質問は受けな

いということで、質問内容を変えて、もしくは予

算委員会のときにでも質問していただければと

思います。よろしいでしょうか。竹花議員。 

 

１番（ 竹花結議員 ） 

  分かりました。それでは、４月から制度が始ま

り、実際に国の職員と対話しての所感や手応えと

いうものはどういったものがあったんでしょう

か、お伺いします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  それでは、私のほうからお答えいたしますが、

まず最初に町長からも答弁しておりますことと

重なる部分もあると思いますけれども、伴走支援
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制度につきましては、制度上、支援官の派遣が受

けられるのは１年間とされているものでありま

す。しかしながら、町で取り組んでおります今回

の地域交通あるいは教育、それから脱炭素の３つ

の課題を挙げて、今いろいろと検討の状況、状況

把握から始まっておるところでありますが、そう

いう中で、１年間で解決できる内容となるもので

はないと、このようにも思っておるところであり

ます。 

  町といたしましては、状況を見ながらではあり

ますが、今後も、１年間ということでありますが、

内閣府等々にもお願いをいたしまして、支援の延

長といいますか、そういうこと等も今検討してお

るところであります。 

  あわせまして、支援官の皆さんは、町の職員が

自ら考える、あるいは自ら実行するといいます

か、できるような人材育成の観点からもアドバイ

スをいただくこととしておりまして、今月の来町

の際には、支援官から職員向けの研修会も全職

員、いろいろそういう機会も設けながら、地域課

題を解決するための理解をみんなで深めると、そ

ういう段階の取組もしながら進めていくもので

あります。 

  今回の伴走支援制度につきましては、課題解決

はもちろんでありますが、支援官との関わりや支

援官を通して企業関係の民間企業、あるいは人的

なネットワーク、そういったふうな拡大をしなが

ら、いろいろ期待ができると、そのようにも思っ

ておるところでありますし、またあるいは職場の

課題に対応した制度の見直し、あるいは規制緩和

など、町にとっても多くのメリットを随時提案し

ていただけるものと、そのように思っておるとこ

ろであります。 

  いずれ支援官の皆さんは、地域の課題あるいは

地域に向き合いながら、一緒に汗をかきながら地

域の課題に関わっていただくという、そういう熱

い思いを持って、今回支援官としてお願いといい

ますか、今対応していただいておるところであり

ます。ふだん関わることのできない役職のある国

の職員でありますが、そういう中での職員とのデ

ィスカッション等をしながらでありますが、仕事

を進めていく上で、町の職員にとっても、今後の

職務遂行上も大変大きなメリットといいますか、

効果が期待されるものと、このようにも思ってお

るところであります。 

  町といたしましては、３つの課題の担当部署の

みならず、先ほども言いましたように、職員全体

でこの機会を捉えて研修の場にしてまいりたい

と、そのようにも思っておるところであります。

いずれそういう中で、今後につながる、効果の上

がるようなものにつなげてまいりたいと、このよ

うに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思

います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  竹花議員。 

 

１番（ 竹花結議員 ） 
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  ありがとうございます。この地方創生伴走支援

制度というのは、問題の道筋、ゴールを設定する

のが大きな目的であるというふうに認識をして

おります。先ほどお答えいただけなかったんです

が、地域課題解決推進事業と合わせると、地域交

通課題ですとか、再生可能エネルギーの利用につ

いての課題ですとか、飛躍的な効果が期待できる

と思います。今後のゴールの設定、道筋について

の方向性というところを最後お伺いしたいです。

お願いします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  今後の具体的な進め方といいますか、そういう

ことでございますが、現時点ではそれぞれの課題

における取組の方向性につきまして、１つには地

域交通でありますし、そういう中で交通体系のリ

ズム化、効率化、方針等を政策として併せて検討

していくということ、それから今いろいろ話題に

しておりますのが、中心部の自動運転実装までの

具体的な検討も併せてしてまいりたいと、このよ

うに考えての懇談をしているところであります。 

  もう一つの脱炭素につきましては、再生可能エ

ネルギーの地産地消をこれまでも検討してまい

りました。先月でありますが、国から方針が示さ

れたところでありますが、データセンター、それ

から脱炭素産業の集積地をつくるという国の方

針が示されておるところでありまして、ＧＸ戦略

地域の採択に向けても、そういう面でこの際協議

してまいりたいと、このように思っておるところ

であります。 

  それから、教育に関しましては、複式学級の効

率化、そしてまた山村留学制度をさらに高付加価

値を高めるなど、新しい事業、そしてそういう中

でのプロジェクトといいますか、そういったふう

なもの、教育のカリキュラム等の導入を検討して

いくということになるものであります。 

  いずれの課題におきましても、解決あるいは導

入には一定の時間を要するものでありますので、

様々な規制などを乗り越えながら進めていかな

ければならないと、このようにも思っているもの

であります。 

  こうした中、支援官からは助言あるいは情報提

供のみならず、必要に応じた法の制度の改正など

も併せて検討していかなければならないといい

ますか、そういうことも視野に入れながら、いろ

いろと検討していきましょうという、そういう力

強いお言葉もいただいておるものであります。で

きる限り早い時期に成果が出るように取り組ん

でまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたい

と思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  竹花議員。 

 

１番（ 竹花結議員 ） 
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  ありがとうございました。今後のこの取組の成

果を大いに期待したいと思います。 

  次に、学童保育についてお伺いします。現在、

長期休暇中のみ利用したい共働きの家庭への対

応というのはどうなっているのでしょうか、お伺

いします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  こども教育課長。 

 

こども教育課長（ 触沢誉 ） 

  お答えをいたします。長期休暇中の利用希望と

いうことでございますが、まず前提としまして、

利用対象となる児童でありまして、平日は利用し

ていないけども、長期休暇中は利用したい、こう

いうふうなお子さんがあるということは重々承

知をしております。このようなお子様に対しまし

ては、定員の範囲内でサービスを利用できるよう

な体制に努めているところでございますので、ご

理解をいただきたいというふうに思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  竹花議員。 

 

１番（ 竹花結議員 ） 

  では、配慮が必要な児童への対応、体制という

のは整っているのでしょうか、お伺いします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  こども教育課長。 

 

こども教育課長（ 触沢誉 ） 

  お答えをいたします。学童保育につきまして

は、特別な配慮を要する児童への特別な体制措置

といったものはございません。でありますが、利

用申込み時に保護者から児童の様子など聞き取

りを行いまして、限られた職員の配置、２名でご

ざいますが、その中でできる限りの配慮をしてい

るものというふうには承知しているものでござ

います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  竹花議員。 

 

１番（ 竹花結議員 ） 

  ありがとうございます。もう一点、保護者の産

休中、育休中の学童利用制限についてはどのよう

になっているのでしょうか、お伺いします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  こども教育課長。 

 

こども教育課長（ 触沢誉 ） 

  まず、利用者の関係でございます。まず、この

利用につきましては、保護者が就労等により昼間

家庭にいないという条件がついてございます。よ

って、産前産後休暇につきましては、これは労働

基準法上、就労させてはならない期間でございま
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す。よって、実際には家庭におられるわけでござ

いますが、学童クラブは利用できる、いるんです

けども、勤務ができない期間でございますので、

利用できるとさせていただいているところでご

ざいます。 

  また、育児期間中については、先ほど申し上げ

た条件がございますので、この条件には該当しな

い、育児のため家庭におられる、昼間おられると

いうことから、利用対象とはならないものという

ふうに承知をしているものでございます。 

  今後につきましても、法律の利用基準にのっと

りまして運営をしてまいりたいと考えておりま

す。よって、特段町として現在利用制限をしてい

るという状況にはございません。 

  以上でございます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  竹花議員。 

 

１番（ 竹花結議員 ） 

  ありがとうございます。制度上の判断基準の違

いということは理解できたのですが、実際乳児の

世話と上の子の対応を同時に行うことは極めて

負担が大きく、現実的ではないという声を多くい

ただきました。制度の運用が実態に即していない

という現状です。制度運用において、実際の育児

負担に寄り添った柔軟な対応を行う余地はある

のでしょうか、お伺いします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  教育長。 

 

教育長（ 石角則行 ） 

  ただいまのご質問についてお答えさせていた

だきます。まず、学童保育の運営につきまして、

町としては町の総合計画後期基本計画の大綱の

一つにある子どもを安心して産み育てられる子

育て支援の子育ての充実が基本的な考え方の中

心にあります。その上で、運営に関しては児童福

祉法に基づく、先ほどこども教育課長がお答えし

たように、法律に基づく範囲内でやらなければな

らないという大前提の下で条例を制定し、適正に

運営管理してきたものであります。しかしなが

ら、竹花議員さんがおっしゃるとおり、現状に即

していないという意見も多いことは伺っており

ます。 

  そんな中で、近年、同じ児童福祉法の中ではあ

りますが、さらなる少子化による子育て環境や子

供を取り巻く養育環境の変化から、保育所の入所

に関してこども誰でも通園制度などが運用され

るようになってまいりました。今後、こういった

法律の改正等も、学童保育に関しましても今後の

国の制度の動向等をしっかりと見極めながら、町

としても併せて運営を検討し、応じていかなけれ

ばならないものとは考えておりますが、現在の決

められた規則に沿って、現在のところは引き続き

安全で安心な制度の、学童保育の運営に努めてま

いりたいという考えでありますので、そういった
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部分をご理解の上、ご理解を賜りたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  竹花議員。 

 

１番（ 竹花結議員 ） 

  ありがとうございます。ぜひ保護者の意見に耳

を傾け、子育て世代がストレスなく安心して暮ら

せる環境づくりに向けた前向きな検討をお願い

いたします。 

  次に、保育園の給食提供体制について伺いま

す。私たちが保育園の頃は、暖飯器の使用があっ

たんですが、現在暖飯器の使用についてはどのよ

うになっているのでしょうか、お伺いします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  こども教育課長。 

 

こども教育課長（ 触沢誉 ） 

  お答えをいたします。暖飯器の使用についてで

ございますが、暖飯器が園のほうに設置されてい

るということは承知をしているところでござい

ますが、経年使用によりまして、どうしてもお弁

当のほうににおいがついてしまうといったよう

なことがありまして、近年は使用されていないと

いう状況にあるものでございます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  竹花議員。 

 

１番（ 竹花結議員 ） 

  ありがとうございます。現在でも暖飯器や保温

庫を利用して、子供たちに温かい御飯を食べるよ

うな環境をつくっている保育園もあるのですが、

そういったお考えはあるのでしょうか、お伺いし

ます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  こども教育課長。 

 

こども教育課長（ 触沢誉 ） 

  お答えをいたします。温かいままで食べさせた

いというようなお話もございました。ただ、現在

保育室は、冷暖房を完備しているところでござい

まして、恐らく御飯が悪くなるというか、食中毒

のような状況になるような形にはなっていない

ものというふうに承知をしているところでござ

いまして、冷たくなった御飯を食べさせるのかと

いうようなお話だと思いますけども、現在保育室

の環境が良好な状況であるということから、先ほ

どご質問の暖飯器についての使用については考

えておるものではございません。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  竹花議員。 

 

１番（ 竹花結議員 ） 
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  ありがとうございます。 

  では、主食持参方式ということで、今行ってい

ると思うんですけれども、こちらに対する保護者

の負担や衛生面の課題については町としてどの

ように認識をしているのでしょうか、お伺いしま

す。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  こども教育課長。 

 

こども教育課長（ 触沢誉 ） 

  お答えをいたします。国では、給食費について

は、保護者から実費を徴収するということになっ

てございます。こうした中で町では、副食費につ

いては無償化の対象ということで無償化してい

るところでありまして、主食は持参方式という形

を取っており、これは保護者にとって負担だとい

ったところでございましょうが、今後につきまし

ても、これを継続してまいりたいというふうに考

えております。 

  何分保育料の無償化、あるいは在宅子育て支援

金など、町はこれまで他市町村に先駆けて様々な

子育て施策を展開してきたところでございます。

この給食については、子供たちの口に入るもので

もございます。ぜひこれについては、親の責任も

一つあるような形で残してまいりたいというふ

うに考えるから、このようになっているものであ

ります。 

  また、先ほど主食の持参方式について、衛生面

での課題はないのかといったところでございま

すが、町長答弁にもありましたとおり、岩手県か

らの指導監査の中において、このような指摘を受

けたことというのはないものですから、現行のま

ま進めてまいりたいというふうに考えておるも

のでございます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  竹花議員。 

 

１番（ 竹花結議員 ） 

  ありがとうございます。今回保育園の給食の場

合ということで、私が様々保護者から意見を聞い

た中で、主食費、大体平均して１か月700円から

1,000 円なんですけれども、これを負担してでも

温かい御飯を食べさせてほしいという親の意見

が非常に多かったんです。無償化ありきではない

親の意識の高まりを好機と捉えるべきではない

かと思うんですけれども、いかがお考えでしょう

か。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  こども教育課長。 

 

こども教育課長（ 触沢誉 ） 

  お答えをいたします。まず、こちらの保育園の

主食の提供ということになりますが、考え方を同

じくしますと、小中学校の主食の提供についても

同様に考えていかなければならないものという
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ふうに考えてございます。そうした場合に、現在

の給食センターには御飯を提供するような形の

ものはございません。平成 30 年あたりに１度試

算したことがありますが、膨大な費用がかかる、

またさらに運搬費用も重ねてかかるといったと

ころで、これについては断念をしたところもござ

いました。というようなことから、現在そのよう

なことは考えずに、保育園から小中学校の義務教

育についてまでは主食持参をお願いしたいとい

うものでございますので、ご理解賜りたいと存じ

ます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  竹花議員。 

 

１番（ 竹花結議員 ） 

  ありがとうございます。公平性を重んじるとい

うことで、非常によく理解できるんですけれど

も、今保育園の現状としては炊飯器で炊いてい

て、月に１回、お米は持参しなくても給食が提供

できる、完全給食を提供できる状況にあります。

唯一必要なのは、３歳児以上のお茶わん、これさ

えそろえば保育園は完全給食への移行が可能だ

と思うんですけれども、できるところから段階的

にというところで、可能性というのはいかがお考

えでしょうか、お伺いします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  こども教育課長。 

 

こども教育課長（ 触沢誉 ） 

  お答えをいたします。確かに月１回のお誕生日

会とか行事の際は、完全給食となっております。

ただ、それは、あくまでも月に１回だからできる

ものでございます。それが毎日となりますと、他

の業務への影響等が考えられますことから、その

ようなものは現時点では考えていないというこ

とでございますので、ご理解賜りたいと存じま

す。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  竹花議員。 

 

１番（ 竹花結議員 ） 

  ありがとうございました。皆様ご存じだと思い

ますが、現在、全国の公立小学校における完全給

食率は99.2％、中学校でも90％に達しており、主

食提供は既に教育現場の標準となっています。こ

の数字は、子供の健康と教育の質を守るための社

会的インフラとして、全国的に整備が進んでいる

あかしです。 

  この町においても、未来を担う子供たちのため

に、温かく安心できる食環境を整えることは、町

の魅力と信頼を高める大きな一歩であり、段階的

な導入は未来の公平な子育て環境をつくるため

の現実的な一歩になります。温かい御飯を子供に

食べさせることは、大人の責務であり、親の責任

です。未来を協創するまちづくりの下、保護者の
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意見に耳を傾けながら、共に子育て環境を充実さ

せていく社会づくりができるよう強く要望して、

私の一般質問を終わりたいと思います。ありがと

うございました。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  ここで11時20分まで休憩いたします。 

 

（ 休憩時刻 １１時０７分 ） 

（ 再開時刻 １１時２０分 ） 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  休憩前に引き続き会議を再開します。 

  一般質問を続けます。 

  次に、４番、柴田勇雄議員。 

 

４番（ 柴田勇雄議員 ） 

  ９月定例会議、一般質問、３番目となる柴田勇

雄です。今期質問では、次の２項目を伺います。 

  初めに、人口減少に伴う町行政運営の今後の取

組施策等についてお尋ねをいたします。国では、

町行政運営に特に関わりが深い向こう 10 年の地

方創生 2.0 基本構想を６月 13 日に閣議決定し、

公表いたしました。この地方創生2.0では、人口

減少が進む中にあっても、全ての人が安心と安全

を感じ、新しく楽しい地方の実現を図り、令和の

日本列島改造を目指すとしております。過去10年

間推進した地方創生1.0では、人口減少対策その

ものに集中してきた嫌いがあったとの反省に立

っているようですが、これまで当町がこの制度で

支援を受けた魅力いっぱいの10分の10助成事業

の地方創生交付金は、自主財源に乏しい町財政に

貢献し、まちづくりにも大いに効果があったと認

識しております。 

  当町は、昭和30年に１町２か村が合併し、今の

葛巻町の誕生ですが、当時、文化のバロメーター

と言われた乳児死亡率が超高率での推移や、財政

基盤が脆弱で予算編成に窮した財政難時代を経

るなどなど、数々の苦難を乗り越え、今年70年を

迎えたと回想しております。 

  町の人口減少ですが、合併間もない時期から既

に始まっていると思われます。当時の人口ピーク

は１万6,000人近くあり、現在は約5,000人の小

規模の町になっております。これに併せ年少人

口、生産年齢人口が縮小、町全体の高齢化率が

50％超えの超少子高齢の町の実態となっており

ます。町を構成する各集落の人口も、出生数がな

かなかなく、若者が少なく、高齢化率50％ぐらい

の限界集落と呼ばれる地域が年々増えている厳

しい現実があります。 

  人口減少は、様々な分野において人手不足が生

じ、買物、医療、福祉、交通、教育等、日常生活

に不可欠なサービスを維持することが難しくな

ってきており、住民の生活の安心、安全を守るこ

との重要性が一層増しております。人口減少に直

面している次に係る町行政運営の今後の取組施

策等について伺います。 

  １つ目に、町村合併後 70 年の人口推移と将来
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の人口推計について伺います。 

  ２つ目に、町の年少人口、生産年齢人口、老年

人口の推移と年少人口指数、老年人口指数の推移

を伺います。 

  ３つ目に、町の基幹産業であります酪農業の後

継担い手確保の取組施策について伺います。 

  ４つ目に、縮小化が進む町商工業の振興施策に

ついて伺います。 

  ５つ目に、町一円で進行する空き家、空き店舗

等対策の取組について伺います。 

  ６つ目に、若者の流出を防ぐや一旦出た若者が

戻りやすい地域づくりの町施策について伺いま

す。 

  ７つ目に、人口減少に伴う身の丈に合った財政

運営戦略について伺います。 

  次に、２項目めの町職員の育児に伴う休暇、休

業の取得状況等について伺います。日本国内の職

場において、最も休暇制度に恵まれているのが地

方公務員ではないかと言われております。地方公

務員は、国家公務員と同程度の休暇制度とされて

おりますが、転勤がない、または小さい範囲であ

るため、休暇を有意義に使用することができると

も言われております。 

  町職員の育休等制度については、地方公務員

法、地方公務員の育児休業等に関する法律、労働

基準法等に加え、町の条例、規則等に規定され、

運用されております。職員や職員の子の福祉が増

進されることによって、継続的な勤務を促進し、

町行政の円滑な運営に資することができると思

われます。 

  近年、特に少子化等の影響を受け、子育てしや

すい環境づくりの面から、職員の育休制度が徐々

に充実されてきているとされております。そこ

で、次に係る町職員の育児に伴う休暇、休業の取

得状況等について伺います。 

  １つ目に、町職員の現在の育休制度の主な内容

について伺います。 

  ２つ目に、町職員の男女別育休取得状況につい

て伺います。 

  ３つ目に、男性町職員の育休取得促進の方針等

について伺います。 

  以上、１回目の質問といたします。よろしくお

願いいたします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男 ） 

  ただいまの柴田議員の質問にお答えをいたし

ます。１件目の人口減少に伴う町行政運営の今後

の取組施策等について、１点目の町合併後 70 年

の人口推移と将来の人口推計についてでありま

す。本町の人口の推移につきましては、町村合併

した昭和 30 年の国勢調査では１万 5,558 人であ

ったものが、昭和 35 年の１万 5,964 人をピーク

に減少に転じ、平成17年にはピーク時の約半分、

8,021 人、直近の令和２年国勢調査では 5,356 人

となり、町制 70 周年を迎えた今年４月１日現在
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の住民基本台帳人口では5,217人、ピーク時の３

割程度まで落ち込んでおります。 

  次に、将来の人口推計でありますが、国立社会

保障・人口問題研究所が令和５年に公表した日本

の地域別将来推計人口によりますと、５年後の令

和12年に4,385人、令和22年に3,315人、令和

32 年には 2,389 人となり、25 年後には現在の半

分以下になると予想されております。 

  ２点目の町の年少人口、生産年齢人口、老年人

口の推移と年少人口指数、老年人口指数の推移に

ついてでありますが、それぞれの推移につきまし

ては町の総人口に対する比率で申し上げます。15

歳未満の年少人口は、昭和 30 年が 41.3％、昭和

35年が43.6％、平成17年が11.0％、令和７年が

6.5％で、この 70 年で約 35 ポイントの大幅な減

少が見られます。15 歳以上 65 歳未満の生産年齢

人口は、昭和30年が53.7％、昭和35年が51.0％、

平成17年が53.8％、令和７年が42.4％で、約10

ポイントの減少となっております。65歳以上の老

年人口は、昭和30年が5.0％、昭和35年が5.4％、

平成17年が35.2％、令和７年が51.1％で、46ポ

イントという大幅な増加となっているものであ

ります。 

  次に、年少人口指数、老年人口指数の推移につ

いてでありますが、年少人口指数は生産年齢人口

に対する年少人口の割合を示した比率のことで、

昭和 30年が 77％、昭和 35年が 85.5％、平成 17

年が 20.4％、令和７年が 15.3％となっておりま

す。老年人口指数は生産年齢人口に対する老年人

口の比率で、昭和 30 年が 9.3％、昭和 35 年が

10.5％、平成17年が65.5％、令和７年が120.7％

となっており、この 20 年間で高齢化が急速に進

行していることを示す値となっております。 

  ３点目の町の基幹産業である酪農業の後継担

い手確保の取組施策についてであります。町で

は、基幹産業担い手確保事業として、県立高等学

校及び県立農業大学校等の学生を招き、酪農の現

場を体験する牛とミルクのお仕事見学会を令和

２年から実施しております。町の各種事業の紹介

や実際に生産現場で作業を体験していただくと

ともに、若手農業者や女性酪農家で組織する団体

との交流を通じ、本町の酪農の魅力発信と理解を

深めていただく機会を提供し、将来の担い手の育

成、確保を図っているところであります。 

  また、新規就農及び親元就農につきましては、

国の補助事業等による施設整備や機械導入、家畜

導入などに係る支援制度がありますことから、こ

れらの制度を広く周知しながら、酪農業の後継者

と担い手確保に努めているところであります。 

  ４点目の縮小化が進む町商工業の振興施策に

ついてであります。本町の商工会の会員数につき

ましては、平成 22 年に 288 事業所の加盟があり

ましたが、本年４月時点では174事業所となり、

この 15 年間で 114 事業所が廃業等により減少し

ております。これは、人口減少に伴う市場規模の

縮小や後継者不足等による影響が大きいものと

考えられ、町の商工業を取り巻く環境は依然とし

て厳しい状況に置かれているという認識を持っ
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ているところであります。 

  こうした中、町では、令和６年度には中小企業

及び小規模企業振興基本条例を策定するなどし、

地域の商工業は町民の暮らしを支える基盤であ

るとともに、地域経済の活性化には不可欠である

という認識に立ち、その振興に鋭意取り組んでい

るところであります。 

  具体的には、町の商工業者を支える町商工会に

対する運営事業費の支援をはじめ、町内事業者に

対しまして、商店等設備導入支援事業及び中小企

業振興資金融資制度の利子及び保証料の補給に

よる持続的な経営の支援、くずまき型持続可能な

産業づくり支援事業による経営品質の向上や経

営革新等の支援、快適な住まいづくり応援事業、

特産品販売促進事業、エンジョイチケットの販売

支援などによる地域経済の回復と消費拡大を促

進するための各種支援策を講じているところで

あります。 

  また、まちなか活性化協議会が主体となり実施

するまちなかイベントへの支援のほか、くずまき

ＤＭＯ事業における歩きまわりたくなるまちな

かを推進すべく、旧遠藤邸等を中心とした若者に

よるにぎわい創出イベントの開催や女性起業家

の育成支援を継続して実施してきたところであ

ります。 

  今後とも、こうした支援策と関係団体等との連

携を一層強化することで、地域資源を活用した産

業振興を総合的かつ着実に進め、商工業の持続的

な発展とにぎわい創出を図り、活力あるまちづく

りを推進してまいります。 

  ５点目の町一円で進行する空き家、空き店舗等

の対策の取組についてであります。町では、空き

家対策としまして、平成 22 年度から空き家バン

ク制度を創設し、これまで 70 件の物件が登録さ

れてきたほか、空き店舗対策につきましては平成

30年度から空き店舗バンク制度を創設し、これま

で３件の物件が登録されております。 

  未登録の空き家等の現状としましては、ふだん

空き家となっているものの、所有者の一時帰宅先

としての利用、店舗兼住宅におきましては、店舗

部分は空き店舗であるが、住宅部分に居住してい

るもの、相続手続が適切に行われておらず、活用

ができないもの、荷物などの残置物の整理がされ

ていないもの、経年劣化や設備の故障等により修

繕を要するものなど、様々な事情により空き家、

空き店舗の活用ができないケースもあるものと

感じております。 

  こうしたことから、町では空き家の利活用を奨

励するため、物件所有者に対しましては、空き家

バンクに登録する空き家等の相続登記等に係る

経費、空き家の残置物処分に係る経費、空き家の

修繕及びリフォームを行う経費の一部を助成す

るほか、物件購入者に対しましては購入費用の一

部を補助し、空き家等の利活用が進むよう対策を

講じているところであります。 

  空き家、空き店舗等の対策につきましては、引

き続き空き家バンク、空き店舗バンク制度を広く

周知することで、登録物件と利用希望者とのマッ
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チング支援に取り組み、空き家等の解消に努めて

まいります。 

  ６点目の若者の流出を防ぐや一旦出た若者が

戻りやすい地域づくりの町の施策についてであ

ります。町では、葛巻町総合計画後期基本計画に

おきまして、15歳から19歳の人口に対する20歳

から24歳人口の比率である若者定着率について、

令和４年度の 32.5％から令和９年度には 40％に

引き上げることをＫＰＩに掲げ、子育て世代のＵ

ＩＪターンや移住者の確保に努めるとともに、若

い世代の人口流出を抑制することにより、人口の

社会増を目指しております。 

  若者の流出を防ぐ具体的な取組といたしまし

ては、仕事では酪農やワイン、林業といった町の

基幹産業や地域資源を生かした産業を振興する

ことで雇用機会の創出を図るとともに、町内企業

ガイダンスの開催や雇用拡大所得向上支援事業

などによる就労支援を行っております。 

  住まいでは、安心して暮らせる住環境整備のほ

か、40歳未満の若者が民間アパートに入居する際

の家賃の一部を補助する若者定住家賃補助事業

による暮らしの支援を行っております。 

  結婚から出産、子育てまでは、新婚ライフサポ

ート金やウエディング祝金、子供の人数に応じた

出産祝金の支給のほか、保育料の無償化や子供の

医療費助成を高校まで拡大するなど、若者世代が

子育てしやすい独自の支援策を展開しておりま

す。 

  また、くずまき型ＤＭＯ事業では、町民、企業、

団体、行政関係者などが一体となって町の魅力を

発掘、発信した活動を進めており、町内の若者や

高校生が主体となって、若者が住みたくなる町の

実現に向けた課題解決に取り組んでいるところ

であり、こうした取組を総合的に推進すること

で、若者の町外転出の抑制を図っているところで

あります。 

  一旦出た若者が戻りやすい地域づくりの具体

的な取組といたしましては、子育て世代や定住希

望者への住宅取得支援、定住、雇用促進のための

住宅整備と適切な管理、空き家バンク登録制度や

空き家リフォーム支援などにより、若者世代が定

着できる住環境の充実に努めております。 

  また、移住コーディネーターの配置や移住相談

会の実施、移住者に対する奨励金の交付など、若

者世代のＵターン希望者への支援を進めるとと

もに、今年度からの新たな取組としまして、盛岡

広域振興局と連携し、葛巻高校の山村留学生を含

む全国で活躍する卒業生を対象とした交流イベ

ントを東京都で開催し、町への移住や帰住の意識

づけを図る取組を行ったところであります。 

  このほか、新たな起業や６次産業化の取組に対

する助成制度を設け、町を出て身につけた技術や

知識、経験を基に町で工房などを構えていただけ

るよう支援しているところであります。なりわい

の創出と併せて、夢の実現や新たな挑戦を後押し

しております。 

  今後も若者の町内定着と一旦町を出た若者が

戻りやすい地域づくりを推進するため、定着と帰
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住を促す取組を継続して実施してまいりたいと

考えております。 

  ７点目の人口減少に伴う身の丈に合った財政

運営戦略についてでございます。町の平成 22 年

度以降の歳出決算額は、平均で約 65 億円前後の

規模で推移してきましたが、近年は葛葉荘、高齢

者福祉センター、複合庁舎くずま～るなどの施設

整備が続いたことから、決算額が大きく膨らんで

きました。また、こうした近年の施設整備の集中

により地方債借入残高が増加し、それに伴う公債

費も増加している状況ではありますが、令和６年

度決算における財政指標を見ましても、いずれの

指標も早期健全化基準を大きく下回っておりま

すことから、町の財政運営はおおむね良好である

と認識をいたしております。 

  一方で、今後の人口減少に伴う財政運営への影

響としまして、町の自主財源となる町税等の税収

の減少が見込まれるほか、国勢調査における人口

を用いて算定する普通交付税の減少が見込まれ

るところであります。 

  こうした状況における今後の財政運営戦略と

しましては、町の最重要課題と位置づけている人

口減少対策、地方創生に関する施策を最優先に実

施するとともに、デジタル技術を活用しつつ、社

会構造の変化や人口減少に対応した持続可能な

地域社会の構築に向けた施策を積極的に実施す

るために、各施策の優先順位を洗い直し、ハード

事業とソフト事業のバランスを取りながら、効率

的に事業展開していくことが重要であると考え

ております。余剰財源等を活用しました基金の積

み増しや地方債の繰上償還などに取り組むこと

で、弾力性のある安定的な財政運営に努めてまい

りたいと考えております。 

  ２件目の町職員の育児に伴う休暇、休業の取得

状況についてお答えをいたします。１点目の町職

員の育児制度の主な内容についてでありますが、

現在、職員の育児に関する制度としましては、育

児休業、育児部分休業、子の看護等休暇、育児を

行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限など

の措置を講じているところであります。 

  育児休業につきましては、対象となる子が３歳

に達する日まで取得可能であるほか、育児部分休

業につきましては、小学校就学前の子を養育する

職員が取得可能で、１日に２時間の範囲で 30 分

単位で取得可能となっております。子の看護等休

暇につきましては、対象となる子が小学校３年生

修了までの期間において取得可能であり、病気や

けが、予防接種、健康診断、感染症に伴う学級閉

鎖のほか、入園、入学式、卒園式においても取得

可能となっております。 

  なお、子の看護等休暇につきましては有給休暇

である一方、育児休業、育児部分休業につきまし

ては無給休暇となるものでありますが、支援措置

としまして、共済組合から育児休業手当金等の支

給を受けることができるものであります。また、

これらの制度につきましては、基本的に国に準拠

した内容であり、男性と女性で取扱いに差異はな

いものであります。 
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  ２点目の男女別の町職員の育休取得状況につ

いてでありますが、令和元年度以降の状況でお答

えをさせていただきます。令和元年度以降におき

まして、育児休業を取得することができた職員

は、女性で14名、男性18名、合計で32名であり

ます。そのうち育児休業した女性職員は14名、取

得率 100％、男性職員の取得者は３名、取得率

16.7％、全体平均での取得率は53.1％となるもの

であります。また、平均取得期間でありますが、

育児休業を取得した職員のうち、女性は平均 263

日間、男性は平均 30 日間取得しているところで

あり、取得者全体平均での取得期間は222日間の

取得であります。 

  次に、３点目の男性職員の育児取得促進の方針

等についてであります。現在のところ、男性職員

の育児休業取得率などの目標設定はしておりま

せんが、お子さんが生まれ、育児休業が取得可能

となった職員に対しましては、男女を問わず、育

児関係制度の説明や育休取得の勧奨を行い、制度

の認識不足により育児休業取得の機会損失につ

ながらないよう努めているところであります。 

  一方で、育児休業等の取得は職員本人の判断に

よるものであり、パートナーの意向、育児休業取

得に伴う収入の減少、祖父母などの育児に協力し

てくれる方の存在、その他育児に係る様々な要因

を総合的に勘案し、取得の要否、または取得期間

を決めているものと認識をいたしております。こ

うしたことから、町としましては、育児休業等の

制度を利用したいと思う職員が希望どおり取得

できるよう、育児関連制度をしっかりと整えると

ともに、育児休業取得に係る職員の理解を深め、

育児休業を取得しやすい環境づくりに努めるこ

とにより、職員が育児と仕事を両立できる職場づ

くりを目指してまいりますので、ご理解を賜りた

いと存じます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  柴田議員。 

 

４番（ 柴田勇雄議員 ） 

  細部にわたりましてのご答弁ありがとうござ

いました。人口減少問題につきましては、全国的

に進んでいるわけで、特に当町だけというふうな

ことではないわけでございますが、特に人口減少

防止施策については特効薬はないとも言われて

いるようでございますが、そういったような中で

も当町でも、先ほどの答弁のとおり、いろいろな

施策は講じているものの、人口減少の防止は図れ

ないというふうな現実があるわけです。多方面に

わたっての諸対応策を講じているにもかかわら

ず、先ほどの答弁の中では、将来的には現在の

5,000 人から 2,300 人と、ますます小さくなって

くるわけでございますが、あと残す施策としては

まだまだあるとお考えになっているのか。残すは

どのような施策が必要で、増えることはないにし

ても、減少を遅らせていくような施策が何かお考

えがあるのかどうか、まず最初にその辺りからお

伺いをいたしたいと思います。 
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議長（ 鈴木満議員 ） 

  いらっしゃい葛巻推進課長。 

 

いらっしゃい葛巻推進課長（ 大久保栄作 ） 

  お答えさせていただきます。先ほど町長答弁で

もございましたが、町の将来推計人口、国のほう

の推計人口ということで、葛巻の分につきまして

は25年後に現在の半分以下になるということで、

2,300 人程度というような数値が示されておりま

す。県内であれば普代村と同じような人口規模に

なるというようなことで捉えておりまして、この

中でさらに詳しい数値等を見ると、非常に驚きを

持って見るところもあったので、紹介させていた

だきますが、例えば 15 歳未満の年少人口につき

ましては200人を切るというような状況が示され

ております。134 人というような推計になってご

ざいます。あと、15 歳から 65 歳の生産年齢人口

ですけど、これも25年後は1,000人を切って815

人というような数値、推計値です。あと、65歳以

上の老年人口、25年後に1,440人というようなこ

とで推計が示されておるものでございます。 

  そういった中で、これまでも様々な人口減少対

策ということで、各課にわたって幅広い施策を講

じてきたわけですが、なかなか下げ止まりという

か、人口減少に対しては止まらないということで

ございますが、ただ 10 年前に推計した人口推計

では、３ポイントくらい改善したという取組結果

もございますので、引き続き現在の取組を続けな

がら、必要に応じて様々なご意見を頂戴しなが

ら、新しい施策にも取り組んでいく必要があるも

のと感じているところでございます。 

  以上です。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  柴田議員。 

 

４番（ 柴田勇雄議員 ） 

  人口減少の数等の推計ですが、これだけを考え

れば、なかなか明るい兆しは見えないわけでござ

いますが、徐々に減っていく中でも、やはり住民

の方々が安心、安全、そういったような生活を求

めていると思いますので、こういったような諸施

策を、事業もさることながら生活の質の向上、そ

ういったようなことが極めて大事なような感じ

がしてくるわけでございますが。 

  それからまた、葛巻らしさのいいところを目指

さなきゃならないというようなこともあるわけ

でございますが、先ほども答弁で頂戴しているわ

けでございますが、代表的なものとすれば葛巻ら

しさの町並み、景観、こういったようなことも

徐々に崩れてきているんではないのかなと。その

ためには、いろいろな施策を講じている、商工業

の振興策とか、あるいは農村景観を保つためには

基幹産業である農畜産業とか、あるいは林業の振

興策が必要と考えてきているわけですが、今のも

のにさらにかさ上げしたものが必要になってく

るのではないのかなと思っております。 
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  したがいまして、特に代表的なものを例として

申し上げさせていただいているわけでございま

すが、商工業のさらなる振興策、あるいは基幹産

業の農畜産業、林業の振興策、これが目玉になっ

てくるのではないのかなと思っておりますが、こ

れが衰退を続けますと、なかなか元気が出てこな

い町に落ち込んでくるというふうに考えており

ます。先ほどの答弁のみならず、もう一度、さら

に商工業の振興策と農村景観を保つための基幹

産業である農畜産業、林業、この振興策をもう少

し具体的にお聞かせをいただきたいと、このよう

に思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  それでは、お答えいたします。今回の人口減少、

特にもやはり地域資源を生かした魅力あるまち

づくりといいますか、そのことが基本であろうと

いうことで、今おっしゃっていただいていると、

このようにも思っておるところであります。まさ

にそういうことでございまして、町の持っている

魅力、ミルクとワインとクリーンエネルギー、こ

れに果敢に挑戦しながら、その中での地域の魅力

を引き出しながら、これまでも併せて取組をして

きたものであります。特にも若者の受入れ態勢と

いいますか、そういう中におきましても、様々な

住宅問題であり、あるいはそういう方々が企業に

勤めやすいような、そういう支援等も、企業に対

しても支援してまいりましたし、そういう取組も

してまいりました。 

  いずれ先ほど来町長からも答弁しております

ような対策をしっかりと進めてきたと、このよう

に思っておるところでありますが、といいまして

も先ほど言いましたように、今一歩先駆けて町が

取り組んできた対策等が、その後国の制度化され

ておる部分もたくさんございまして、そういう中

での一歩進んだまちづくりという観点から言い

ますと、どうしてもそういう面では各町村とも同

じ取組をしているという部分等にもなってきて

おります。 

  例えば子育て支援につきましても、町が先駆け

て対策を、保育料の無料化であったり、あるいは

子供たちの学校給食の無償化であったり、さらに

は就学時に係る経費の80％ほども、五、六年前か

ら対策を講じてきたわけでありますが、それに近

い対策等々がまさに今度は国のほうでも様々な

対策として進めることによって全自治体が同じ

ような取組を進めているという、そういう観点で

の視点から見ますと、一歩進んだという形のまち

づくりがしにくいような状況にもなってきてお

るものでありますけれども、これにつきましては

果敢に挑戦していかなければならないと思って

おるところであります。 

  特にもそういう中では、一つの新しい方向とし

て見えてきているのは、山村留学生が、山村留学

制度を導入してから 11 年目になるわけでありま
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すが、その中で高校生が首都圏の大学を中心に入

学している、あるいはそういう企業に就職されて

いるというような状況も多く見えてきておりま

して、その中で町の今の状況も、取組状況等もＰ

Ｒするといいますか、紹介する機会も年に何回も

つくっておりますが、そうした中で皆さんが、山

村留学制度を利用した生徒の皆さんであります

が、今ちょうど大学のインターンシップ事業とい

うことで、これにつきましては県内の企業、そし

てまた当然葛巻にもおいでになっていただく、そ

のほかに高校生に対して自分たちの情報を提供

していただく、さらにはやはりその時点で３年間

滞在した葛巻の魅力という部分もしっかりと捉

えていただいて、そのことが結果として周りの友

達等も誘いながら、そういう動きも出てきておる

ところであります。まさにそういう動きを町とし

てもしっかりと捉えながら、町の魅力を高めてい

く、そういうことに取り組んでまいりたいと思っ

ております。 

  特にもそういう面では、基幹の産業であります

酪農につきましては、葛巻型酪農構想ということ

で、構想を平成 26 年に策定しているわけであり

ますが、その成果の部分も一部今日も答弁させて

いただいている部分があるわけでありますが、ま

さに取組をしっかりと、また酪農家の皆さんとも

一緒に構想の理解に努めながら、新たな、今の町

の状況を踏まえながらの、どうしても規模拡大と

いいますか、そういう構想の実現のためにやはり

しっかりと今後取り組んでまいりたいと、このよ

うに思っておるものであります。 

  そういう取組を、今岩手大学が県北地域の酪農

振興といいますか、これに係るプロジェクトを進

めていただいておりまして、まさに葛巻をフィー

ルドとして今後の 10 年先の酪農の在り方といい

ますか、そういう面では消費者も含めての酪農振

興の在り方、こういったふうなことも進めており

ますので、併せてそういう取組等も進めながら、

先ほどお話ありましたような町の次の時代につ

ながる基幹産業をまずしっかりとしながら、併せ

て取り組んでまいりたいと思いますので、ご理解

を賜りたいと思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  柴田議員。 

 

４番（ 柴田勇雄議員 ） 

  分かりました。ありがとうございました。いず

れこれまでの施策プラス、何かきらりと輝く施策

が今後ますます必要になってくるというふうに

思っておりますので、これまでの施策にあぐらを

かいていたんでは発展はあり得ないと思います

ので、ぜひまたきらりと輝く町の施策の発掘に全

力を挙げながら邁進していただくことが極めて

重要ではないかというような視点で質問をさせ

ていただいているわけでございます。 

  一番手っ取り早く分かりやすいのは、今も答弁

の中にありました山村留学等の導入、これなんか

まさしく、例えばこれがなかったら現在の葛巻高
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校の存続問題がどうなっていたか分からないな

と、非常に苦境に立たされていたのではないのか

なと。こういったようなプロジェクトを組んだ事

業の導入など、極めて大事かと思っておりますの

で、こういったような新しい企画力を存分に発揮

しながらの施策を期待しているわけでございま

す。 

  そういったような中で、先ほども申し上げまし

たが、地方創生2.0が公表になっておりますが、

ここの部分については、人口減少が進んでも全て

の人が安心と安全を感じて、新しく楽しい地方の

実現を目指すというふうなことになっておりま

すが、この地方創生2.0の期待と申しますか、こ

ういったようなのに期待して、また施策に呼応し

ていかなければ、財政面で弱い当町でございます

から、こういったような地方創生2.0の施策をど

のような考え方で受け止めているのか、お伺いを

いたしたいと思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  お答え申し上げます。地方創生の1.0につきま

しては、やはり人口減少の基本的な考え方といた

しましては、人口減少のめどが立たないままに10

年間が経過しているという状況を踏まえながら、

地方創生2.0の転換ということになっておるわけ

でありますが、どうしても今の状態も、若者、そ

して女性中心に東京圏への人口流出、流入が止ま

らないという、そういう状況の中で、人口減少に

対する深刻な状況になっているということでも

あります。 

  そういう中で、では今2.0ではどのように対応

していくかといいますと、どうしても地域、地域

に定住というのはなかなか難しい状況にあると

いうこと等を踏まえながらなわけでありますが、

今回の2.0におきましてはふるさと住民登録制度

ということで、まさに居住地とまた別な自治体に

ふるさと住民登録をしながら、いわゆる関係人口

をどう増大をさせていくかというのが今回の 2.0

の大きな考え方、基本的な考え方であると、この

ようにも認識しておるところであります。 

  まさにそういう部分に応えた形といたしまし

て、先ほども申し上げましたが、山村留学制度の

10年間が経過した中で新たな動きとして、そうい

う制度に乗った生徒たちがさらに岩手、そして葛

巻との絆といいますか、３年間の中で高校生活、

ここの中での生活を送っていただくことによっ

て、まさにそういう状況が見え始めてきていると

いうことでございまして、この視点をしっかりと

大事にしながら、今後でありますが、関係人口の

増大に一緒に取り組んでいかなければならない

と。そして、そのためには、先ほどおっしゃいま

すように、住民が安心、安全に生活できるまちづ

くりが基本になって、そういう状況が構築できる

ものだと、このように思っておりますので、一層

厳しい状況にありますが、果敢に挑戦しながら、
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そういう状況を構築してまいりたいと、このよう

に考えているものであります。ご理解を賜りたい

と思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  柴田議員。 

 

４番（ 柴田勇雄議員 ） 

  これから実質的に地方創生2.0の事業が始まっ

てまいりますので、ただいまのような決意を持っ

て、ぜひ人口減少にもかかわらず元気ある町とい

うふうなイメージを強く施策として打ち出して

いただきたいというふうに考えております。 

  次に、町職員の育児休業等に伴うことでござい

ますが、先ほどの数値、全国平均と比べれば、こ

の取得状況はいかがですか。良好なほうなんです

か、普通なんですか。その辺の関連をちょっと教

えていただきたいと思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  政策秘書課長。 

 

政策秘書課長（ 波紫徳彰 ） 

  育児休業の取得状況ということで、全国的に比

較してということでございますが、女性職員につ

きましては、答弁でもお答えさせていただいてお

りますとおり、取得率が 100％という状況ですの

で、こちらのほうにつきましては問題ないかなと

いうふうに思っておりますが、男性職員につきま

しては、令和元年以降につきまして取得者３名と

いうことで、取得率16.7％というような状況でご

ざいまして、全体的な所感にはなりますが、若干

低いほうではないかなというふうに思っていま

す。 

  やはり今までと大きく違いますのは、男性職員

であったとしても、育児に参加するというような

風潮が今全体的に高まってきているというよう

な状況から考えますと、もう少し取得率が高まっ

てもいいのではないかなというふうには感じて

いるところでございます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  柴田議員。 

 

４番（ 柴田勇雄議員 ） 

  分かりました。実は、男性職員の育児休業の関

わりですが、ある職場ではなかなか取りづらいと

いうふうな、男性職員ですね、遠慮がちに休業を

取らないというふうな。ですから、先ほど申し上

げましたとおり、男性町職員の育休取得促進につ

いての方針みたいなの、国家公務員ではやってい

るようですので、こういったようなこともあらか

じめ管理者のほうから、男性職員の育児、男女、

お父さん、お母さんで育てて上げて、人口増にも

つながるような工夫をすべきではないのかなと

いう視点で質問させていただいておりますので、

ぜひ育休取得の促進の方針等も町で考えていた

だいて、男性職員がこういったような育休取得促
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進につながるような形にすべきではないのかな

と思いますが、もう一度お答えをお願いいたした

いと思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  政策秘書課長。 

 

政策秘書課長（ 波紫徳彰 ） 

  男性職員の育児休暇ということでのご質問で

ございますが、人事管理している担当側とします

と、男性にかかわらず、職員がワーク・ライフ・

バランスを実現できるような職場環境の充実と

いうのが非常に大事であるというふうに思って

おりますし、特にも休養、休暇という部分に関し

ましては、よい仕事を遂行していくためにも重要

なものであるというふうに認識しております。 

  そうした中、休養、休暇が取りやすい職場環境

といいますと、まずは職員個々の業務配分、ある

いは業務を補完し合える体制を整えるというこ

とが非常に重要であるというようなことで、今年

度からは係制を廃止しまして、フラット制に移行

したところでございます。フラット制に移行した

ことに伴いまして、各課における職員の業務配分

につきましては所属長の裁量で調整ができ、職員

個々の能力を踏まえながら、より柔軟に対応でき

る環境が整ったというふうに考えております。 

  また、今後結婚、出産、育児のライフサイクル

を迎える若い職員が増えてきておりますこと、あ

るいは今後、先ほどの話ではないですが、男性職

員の休暇取得の推進などを踏まえますと、これま

で人員管理につきましては職員の退職補充とい

う観点で進めてきたところでございますが、やは

り職員が望む育児や介護の休暇、休養が気兼ねな

く取れるようにしていくためには、ある程度余力

を持った人員管理というのが重要になってくる

というふうに思っておりまして、数年前からです

が、職員の募集に当たりましては若干多めに募集

人員を設定しているというようなところでもあ

ります。 

  またあわせまして、職員採用試験につきまして

は、今年度におきましては年４回に増やすなど、

職員を確保できるような取組にも注力している

ところではございますが、全国的な公務員離れの

影響、特にも土木技師や看護師などの技術職の採

用につきましては年々厳しさを増しておりまし

て、応募自体がない職種などもございますが、町

では引き続き職員が望む休暇、休養が取れる環境

の整備に努めてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  柴田議員。 

 

４番（ 柴田勇雄議員 ） 

  育児休業等については、男女とも制度にのっと

った中身で取得しやすいような環境、職場の環境

づくりをご期待申し上げて、私の質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございます。 
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議長（ 鈴木満議員 ） 

  ここで昼食のため、１時 10 分まで休憩いたし

ます。 

 

（ 休憩時刻 １２時１８分 ） 

（ 再開時刻 １３時１０分 ） 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  休憩前に引き続き会議を再開します。 

  一般質問を続けます。 

  次に、８番、辰柳敬一議員。 

 

８番（ 辰柳敬一議員 ） 

  私は、少子高齢化時代のまちづくりについてと

いうことでお伺いいたします。近年、急速に少子

高齢化が進んでおります。自治会内でも空き家が

目立つようになり、高齢化により様々な活動が厳

しさを増しているなというふうに感じておりま

す。そこで、次の３点について、今後の町の取組

についてお伺いをいたします。 

  人口減少に伴う葛巻病院の経営についてお伺

いをいたします。 

  ２つ目でありますが、地域の消防団員の定員確

保等についてお伺いをいたします。 

  ３つ目でありますが、クリーン行動などの自治

会活動において、参加者の高齢化と参加者の減少

について難儀をしているところから、町の考えを

お伺いいたします。 

  以上、３点についてよろしくお願い申し上げま

す。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男 ） 

  それでは、ただいまのご質問にお答えをいたし

ます。少子高齢化時代のまちづくりについての中

での１点目、人口減少に伴う葛巻病院の経営につ

いてでありますが、葛巻病院は町内で唯一の公立

医療機関として、一般的な外来診療、入院診療の

ほか、リハビリ、救急医療、在宅医療など、地域

住民の皆様の生命と健康を守るために必要な医

療サービスの提供を行っております。 

  一方で、採算性の面から民間医療機関が提供困

難な部門の医療サービス提供を担うなど、住民の

利便性向上を優先とした対応をしており、経営面

では厳しい条件の中で運営してまいったもので

あります。 

  こうした状況の中、町の人口と医業収益の相関

を見てみますと、町の人口は10年前の平成26年

度末において6,796人でありましたが、令和６年

度末においては5,217人となり、1,579人、22.3％

減となっている一方で、入院、外来を合わせた患

者総数は、平成 26 年度に４万 9,051 人であった

ものが、令和６年度は３万5,929人となり、１万

3,122人、26.75％の減となっているものでありま

す。 
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  また、医業収益が平成 26 年度に約６億円であ

ったものが、令和６年度には約６億3,800万円と

なり、3,800万、6.3％の増となっている一方で、

医業費用は平成 26 年度に約８億 7,900 万であっ

たものが、令和６年度には10億 7,600万円で、１

億9,700万、22.4％の増となっており、これは患

者数の減少の要因として、診療が予約制に移行し

たことや次回の通院まで一定期間が空くことに

なったこともありますが、人口減少の影響も少な

からずあるものと捉えております。 

  病院が安定的な経営状況の下、町民に充実した

医療サービスの提供を継続するためには、医業収

益の確保が重要でありますが、患者数は減少して

いるものの、収益性の高い包括ケア病床の導入な

どの対策により医業収入は微増である一方で、物

価高騰に伴う医療材料費や光熱水費の増加、全国

的な賃上げ傾向を受けた人件費の増加など、医業

費用が増加傾向にあり、損失を拡大させる要因と

なっているものであります。 

  経営の黒字化の観点のみで捉えますと、診療体

制の見直しが有効であるわけでありますが、公立

病院である葛巻病院には地域医療を守るという

重要な使命があり、町民の命と健康を守るため、

患者数や収入の減少にかかわらず、一定水準の医

療サービスを継続していく必要があるものと考

えております。 

  人口の減少に伴う患者数の減少は、病院経営に

とって想定されるリスクの一つでありますが、地

域包括ケア病床の導入による高収益化、地域連携

室の導入による他院からの患者受入れ調整、訪問

看護や訪問リハビリの導入、予約診療の導入に伴

う効率的な診療体制の構築などの対策も講じな

がらでありますが、将来、町外の医療機関を定期

的に利用しておられる方々からも葛巻病院に対

する理解をさらにいただきながら、人口減少下に

おいても町民に信頼いただける病院として安定

的な経営となるよう今後も努めてまいりたいと

考えております。 

  ２点目の地域の消防団員の定員確保について

であります。まず、消防団員の定員につきまして

は、葛巻町消防団員の定員、任免、給与、服務等

に関する条例により346名と規定しているところ

であります。令和６年度末現在における消防団員

の充足率につきましては、団本部、定員が18名に

対して実数が 10 名、充足率 55.6％、ラッパ隊、

定員14名に対して実数が12名、充足率85.7％、

各分団の総定員314名に対して実数が234名、充

足率74.5％となっており、全体の定員346名に対

して実数が256名、充足率74％となっておるもの

であります。 

  近年、全国各地で災害が多発化、激甚化する中、

消防団は地域防災力の中核として重要な役割を

担う組織でありますが、当町の消防団員数は人口

減少の影響を受け、平成 26 年度末に 312 名であ

った団員数は令和６年度末には256名となり、こ

の10年間で56名の減となっております。 

  国では、全国的に消防団員数が減少しているこ

とを踏まえ、地域防災力の充実強化に向け、報酬
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等の処遇改善のほか、女性団員や学生団員などと

いった幅広い住民の入団促進に取り組んでいる

ところであります。 

  町におきましても、令和４年度に団員報酬や出

動手当等の見直しを行ったほか、消防団が所有す

る資機材等の整備など、消防団員に対する処遇改

善に努めてきたところであります。消防団は、地

域防災の要でありますので、引き続き町民の皆さ

んが消防団に入団しやすい環境づくりのほか、機

能別団員や女性消防団員の確保を進め、地域防災

力の向上と安全、安心な地域づくりに努めてまい

りたいと考えております。 

  ３点目のクリーン行動など、自治会活動におけ

る参加者の高齢化と参加者の減少についてであ

ります。町では、自主的、主体的な地域活動を推

進するため、主に平成元年から平成２年にかけ、

各行政区において自治会形成を促してきたとこ

ろであり、結成から 40 年ほどが経過した現在に

おきましては、その活動は地域にしっかりと定着

するとともに、充実した取組となっているものと

認識をしております。 

  また、自治会等の地域活動を円滑に進めるた

め、平成18年度に地域担当職員制度を導入し、自

治会と町との連携強化を図るとともに、事務的な

支援、活動への助言などを通じた人的支援を行

い、円滑な自治会活動をサポートしてまいりまし

た。さらに、平成 19 年度には自治会活動交付金

を、平成 20 年には協働のまちづくり補助金を創

設するなど、その活動を財政面から支援してきた

ほか、自治会館の整備や自治会組織の再編など、

その時々のニーズに応じた支援を行ってきたと

ころであります。この間、自治会活動交付金につ

きましては、高齢化に伴う負担軽減を図るため、

加算交付などの支援も行ってきております。 

  そのような中、現在の自治会の活動状況につき

まして、協創のまちづくり補助金の活用状況を見

ますと、地域住民が総参加を原則に、地域の構成

員相互の親睦、互助を目的に実施する事業等に補

助する結いの再生事業を活用している自治会は、

令和元年度実績で 20 自治会であったものが令和

６年度実績で 13 自治会となり、５年間で７自治

会の減となっているところであります。この間、

コロナ禍の様々な規制、制限に加え、人口減少や

高齢化により自治会活動に大きな影響を受けた

ものと認識しておるところであります。 

  今後の自治会活動についてでありますが、引き

続きそれぞれの地域において無理のない範囲で

自主的かつ主体的な地域活動を推進していただ

きたいと考えており、町といたしましても、それ

ぞれの活動に対する多様なニーズに応じた財政

的な支援あるいは人的な支援を今後も講じてま

いりたいと考えておりますので、ご理解を賜りた

いと存じます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  辰柳議員。 

 

８番（ 辰柳敬一議員 ） 
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  まず、病院経営の問題についてお伺いをいたし

ます。病院につきましては、年々人口減少によっ

て患者数が減って、大変厳しくなっているという

状況であります。大体単年度で6,000万円ほどの

赤字になるわけでありますが、裏を返せば、これ

は町民、病院にかかる人が安くかかれるというよ

うなことにもなるのかなと思っております。そう

いった中で、院長先生以下、職員の皆さんで、利

益確保のために懸命に取り組んでおられるとい

うことについては大変高く評価したい、このよう

に思います。 

  そういった中で、強化プランの中で課題とする

のが、いわゆる一般会計からの繰入れであります

が、それは町民の理解が必要であるというふうに

記されております。ただ、やはり毎年4,000万、

5,000 万、一般会計から繰り入れていただくとい

うようなことで、町民の皆さんが本当に安心して

医療を受けられるということでもありますので、

このことについても、町が一体となって病院経営

を守っているということには私は評価をしたい

と思います。 

  そういったことで、ただそうは言いましても、

累積で７億ぐらいにもなっておるわけでありま

して、町として今後その辺をどのように解消して

いくのか、どういう取組を進める考えなのか、そ

の辺についてお伺いをしたいと思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  病院会計の累積欠損金のこと等もございまし

たが、まず葛巻病院でありますが、経営の基本的

な考え方といいますか、でありますが、地域医療

を支える医療機関としての、町長からも答弁して

おりますが、葛巻病院の果たす役割というのが非

常に大きいものと、このように考えているもので

あります。こうしたことから、人口減少に伴って

の患者の減少であったり、あるいはそういう中に

あっても、企業会計としての独立採算制の基本的

な原則といいますか、これもしっかりと捉えなが

ら、安定的な経営を維持していくということが重

要であると、そのようには認識しておるところで

あります。 

  そういう中で、病院経営の安定化ということに

なりますと、収益の増加であったり、あるいは経

費等の節減といいますか、そういう両面から、や

はり病院としても取り組みながらということが

一つの基本になるわけでありますが、そういう中

での医業収益の確保という観点からも葛巻病院

で様々努力しておりますので、そういう状況も少

しお話をさせていただきますと、診療報酬の高い

といいますか、そういう中では地域包括ケア病床

の導入をしたものでありますし、令和６年度から

であります。それから、地域連携室ということで

設置いたしまして、他の病院から葛巻病院への受

入れの強化も病院としてしっかりと図っていた

だいているということ。さらには、病床稼働率の
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向上ということにつきましても、先ほどお話しし

ましたような地域包括ケア病床等々の利用とい

うことの促進も図りながら、そういう取組をしな

がら、病床率の回転率を高めるといいますか、そ

ういう努め等をしておりますし、また診療報酬の

加算といいますか、こういったふうなもの等につ

きましても、病院といたしまして大変努力してい

ただいていると、このようにも思っておるところ

であります。 

  そのほかにも、これは平成 25 年からでありま

すが、訪問診療であったり、それから令和６年か

らでありますが、訪問看護であったり、あるいは

訪問リハビリ等に取り組みながら、町の医療のサ

ービスの充実にも、そして収益にも努めていただ

いているというのが今の病院の取組の状況であ

ります。 

  それから、経費の削減も大きく経営には影響す

るわけでありますので、この辺についても少しお

話をさせていただきますが、近年の諸物価の高騰

等に伴いまして、燃料であったり、あるいは光熱

水費、それから薬剤費の高騰等が続きまして、そ

のことがやはり経費の増になっているというこ

と等もございます。 

  あわせまして、人事院勧告等に準拠した給与の

改定も行いながら待遇も図っているわけであり

ますが、人件費の総額も上昇しているという、そ

れが全体的なコストを上げているということに

もなっているものであります。そういう中にも、

節電であったり、消耗品の節約であったり、ある

いは光熱水費等々の抑制、可能な限り、そういう

取組をしっかりと進めているところであります。 

  それから、どうしても病院を維持していくため

には人材の確保が最もまた大事でありまして、こ

れにつきましても、今全国的にも専門職の人材が

不足していると、そういうふうに言われているわ

けでありますが、医師確保の取組も強化しており

ますし、それから看護職に係るそういう面ではイ

ンターンシップ等の受入れも積極的に進めてお

るところでありますし、そういう中で職員採用の

試験なども改善しながら、確保に向けた様々な取

組をしながら、人材確保に向けてしっかりと取り

組んでもいるところであります。 

  また、退職職員等の再任用であったり、あるい

は会計年度任用職員などの様々な手法を用いな

がらでありますが、人員の体制を強化するといい

ますか、そういう面での、併せてまた人員配置の

適正化等々も図りながらでありますが、全体とし

ての人員確保の体制も整えているというのが病

院の状況になっているものであります。 

  さらに、不採算の部門でありますが、この辺に

つきましても、どうしても不採算部門という収益

が伴わないといいますか、実際にかかる部分に対

しての収益というのはなかなか難しい分野にな

るわけでありますが、そういう面につきまして

も、町民の医療確保という観点からは単にそれを

廃止するということではなくて、採算部門で得ら

れる収益を不採算部門のほうに振り向けるとい

いますか、そういう対策等々も取りながら、病院
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全体としてのバランスを取りながらの経営を進

めていただいているのが今の現状であります。 

  そうした中に、病院の経営努力はもちろんであ

りますが、生み難い部分というのが経営の中にも

出てくるわけでありますので、そのような部分に

つきましては、一般会計からの繰入れというのは

しっかりと考えていかなければならないと、この

ように思っております。 

  先ほど町長からも、町民の生命、健康を守ると

いう自治体病院としての役割はしっかり守って

いくという答弁をしているところでありますが、

まさにそういう最終的には町として経営をしっ

かりと支えまして、町民が安心して医療を受けら

れる環境を一層維持していかなければならない

と思っておりますので、ご理解を賜りたいと思い

ます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  辰柳議員。 

 

８番（ 辰柳敬一議員 ） 

  厳しい中、病院経営については、今副町長から

お話があったように大変な取組をしていただい

ている、そのおかげで 24 時間町民は安心して病

院にかかることができる、そういうふうに維持さ

れているというふうに理解をいたしました。 

  そこで、もう一つでありますが、自治体病院で

ありますから、一般会計から 4,000 万、5,000 万

繰入れをして健全化を図っておるわけでありま

すが、それは税を投入するから、いわゆる町民の

理解が必要だというふうに強化プランの中に書

かれてあるわけなんですが、その辺をもうちょっ

と分かりやすくお話をいただければなと思いま

すんで、よろしくお願いします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  町民理解が得られるようにという質問であり

ますが、まさに町民、そこに関わる不足分に対し

ましては一般会計からの繰入れということで、い

ろいろ話をさせていただいておりますが、それに

つきましては政策的に、町長が申し上げておりま

すように、町民の医療を守るという、そしてそう

いう中での安心、安全なまちづくりをつくりたい

という、そういう施策の中で住民からの税金をそ

こにも活用しながらということは、そういう中で

は住民の健康を守るということの中で理解が得

られるものと、このように思っておるものであり

ます。ご理解を賜りたいと思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  辰柳議員。 

 

８番（ 辰柳敬一議員 ） 

  一般会計から繰入れをする、そして町の病院を

健全化するというようなことは、町民にとっては
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大変ありがたい施策であるというふうに私は思

います。でありまして、その辺についても、病院

の努力と、あるいはそういった一般会計から繰入

れをしてまでも自治体病院をしっかりしたもの

にしていくというようなことを町民に理解をし

ていただくような、そういったことも必要だな

と、そんなふうに思います。どうぞよろしくお願

いを申し上げます。 

  それから次に、２番目でありますが、消防団に

ついてであります。今消防団員の確保が大変難し

い。先日も岩手日報で、全国的に不足をしている

ということでありました。そういった中で、ちょ

っと葛巻の場合は寄附によって予算が組まれて

おります。そういったことから、空き家が各分団

大変増えてきているなと。10戸、20戸と空き家が

出てきている。そのことによって、うちはあるん

ですが、なかなか寄附をもらうのが困難。連絡の

取り方とか、そういったものが困難であります。

でありますので、今後でありますが、その辺につ

いては盛岡とか仙台とか、そっちに後継者という

か、そういう方がおられるわけでありますから、

できれば事情をお知らせして、口座に振り込んで

いただくような方法も一つとしてはいいのかな。

なかなか班長さん方が消防の寄附金を集めると

いっても、なかなかちょっとできないなというよ

うなお話もありますので、その辺についてはどの

ように考えておられるのか、お伺いをしたい。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  お答え申し上げます。消防団の経費につきまし

ては、基本的には町の予算で見ているというのが

基本になるかと思いまして、寄附金によって運営

しているという状態がどうなのかという議論も

あるところだというようには承知しておりまし

て、それを例えば強制的にいただくようなことが

どうなのかという議論もあるかなということは

あると思います。 

  したがいまして、各分団での財源の確保、寄附

どうのこうのということについては町では申し

上げないんですが、基本的には町のほうで分団に

係る経費はこれまでも負担してきた部分があり

ますので、それらの拡充を図る必要、本当に必要

であれば、そういったことも必要なのかなという

ように思っているところでございます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  辰柳議員。 

 

８番（ 辰柳敬一議員 ） 

  ありがとうございます。 

  それと、もう一つでありますが、私もずっと長

く消防をやってきました。私がやっていた頃は、

いわゆる可搬を台車に積んで、そして遠くへ行く

ときはトラックをお願いして、トラックに積んで

というような時代でありました。現在は、常備消
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防も整備され、そして積載車も車に、全て新車で

あります。そういったことから、昔から見ると大

きく変わっております。常備消防もある、積載車

も新車がもう配備されている。 

  そういった中で人口減少、いわゆる団員の確保

が非常に厳しい。でありますから、全体を、組織

そのものを見ながら変えていくことも、これから

はもう人口減少になったような消防団組織、岩泉

さんとか岩手町さんでは何部の何分団みたいな

こともやっておられますが、先ほど町長からは人

口減少によって、あるいは高齢化によって、いろ

んな補助金を出しながら、これまでもずっとやっ

てきたということでありますが、ただこれだけ人

口が減ってきて、団員も確保が難しいとなると、

組織そのものの在り方、いわゆる今までずっと昔

からのとおりの分団の数なわけでありますが、そ

ういったことも必要になってきたのではないの

かなというふうに思うんですが、ちょっとその辺

の考え方をお伺いしたいと思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  お答え申し上げます。団員数の減少というの

は、ご説明申し上げましたとおり、進んでいると

ころでございまして、操法の大会などは各分団で

単独チームで出せなくて、合同で出したという事

例がここ最近は生じてきているところでありま

す。 

  したがいまして、そういったことを考えれば、

中長期的には分団の再編を考えていかなければ

ならないのかなという時期が来るかと思います

が、ここを短期的に、すぐにどうのこうのという

のは、皆様のご意見を聞きながら今後検討してい

かなければならないのかなということで、現時点

では大きくは、そのようなことは考えていない状

況でございます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  辰柳議員。 

 

８番（ 辰柳敬一議員 ） 

  理解をいたしました。人口減少になったよう

な、あるいは高齢化になったような、そういった

将来的にはぜひ検討をしていただきたい。 

  それから、クリーン行動、自治会活動でありま

すが、特に江刈地区は堤防が整備され、河川まで

大変面積が多いわけであります。したがって、草

刈りをすると、やっぱり刈った後というのは気持

ちがいいわけなんでありますが、近年どうも高齢

化、あるいは人がいなくなっているというような

ことで、大変その辺が厳しくなってきておりま

す。１級河川でありますから、県、国あたりと相

談をしながら、今自動で刈れる、傾斜なんかを刈

る機械なんかもあります。なので、そういったこ

とも考えながら、何とか負担を軽減していただく

ようなことも必要かなというふうに思っており



 

 

- 40 - 

 

ます。何とか自治会長会議あたりでどういうもの

が課題なのか、そういったことを吸い上げなが

ら、前向きにいい方法になるように、ぜひともそ

の辺を検討いただきたい、そういうふうに思うん

ですが、その辺の考え方についてお伺いをいたし

ます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  お答えを申し上げます。クリーン行動と、河川

につきましては河川の管理者がいるわけで、自治

会のボランティアのような活動で草刈りをして

いる側面もあるかと思いますし、お金をもらって

草刈りをする事例も何年かに１度あるようなこ

とも聞いております。自治会の活動として活動が

できないのであれば、基本的には管理者で管理す

ることになろうかと思いますので、そういったこ

とは今後自治会の声を聞きながら、いろんな関係

方面の方々と相談していくべきところではない

のかなというように考えているところでござい

ます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  辰柳議員。 

 

８番（ 辰柳敬一議員 ） 

  大変難しい問題だとは思います。ただ、でもや

っぱり近年は、自治会によってはちょっともうで

きないということでやめられた自治会もありま

す。あるいは、やはり自治会から連絡が行きます

と、多少具合が悪くても出て刈り払いをやる、そ

して暑さによって亡くなるというようなことも

発生をしております。特に今年の堤防を焼く、焼

くのもやっぱり焼いた後はとってもいいんです

が、今年度は大船渡でああいう火災があったこと

から、恐らく相当の自治会が火入れはやらなかっ

たという実態もございます。 

  地域が大変高齢化と、人がいなくなっておりま

す。それでも今日は草刈りだよというと、無理を

してでも出なければというような感じにもなっ

ておりますので、今は機械を離せば自分でも刈

る、そういう機械もどんどん出ておりますので、

そういったこともひとつ工夫をしながら、自治会

でもやっぱり自分の周りは自分できれいにする

というのは、これは何らそれに反対するものでは

ないんですが、ちょっと近年人が少なくなって、

あるいは高齢化して、非常に運営が難しくなって

おりますので、ひとつその辺を何とか検討をして

いただきたい、そのように思いますが。それと、

大変暑さが続くようになって、本当に命に関わる

ような、そういう作業になっておりますので、ぜ

ひ検討していただきたいな、そんなふうに思うわ

けですが、もう一度どうかその辺についての考え

をお伺いしたいと。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 
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  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  お答えを申し上げます。例えば道路の草刈りも

やれなくなってきている自治会があるというよ

うな情報は入っているところでございまして、そ

ういった実情があることは承知しております。基

本的には、それぞれの道路であり河川であり、管

理者がやることでございますので、ボランティア

としての自治会活動との兼ね合いを検討しなが

ら、管理者といいましても、町の部分もあります

し、県の部分もあります。それぞれありますので、

情報共有しながら、今後の地域の美化活動という

か清掃活動、そういったことについては考えてま

いりたいというように思っているところでござ

います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  辰柳議員。 

 

８番（ 辰柳敬一議員 ） 

  ありがとうございます。人口減少、こういう時

代を迎えて、高齢化が大変進んでおりますが、で

も全ての組織を、きちっと課題を見つけて解決す

ることによって、すばらしいまちづくりができる

ものと、このように思います。ぜひそのように努

力をしていただきますようお願いを申し上げま

して、終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  次に、５番、山岸はる美議員。 

 

５番（ 山岸はる美議員 ） 

  本日最後になりますが、それでは通告しており

ます３件について、町当局の考えを伺います。 

  １件目でありますが、菜種作付状況と周知につ

いてお伺いいたします。１問目でありますが、高

齢化に伴い、１次産業の規模縮小または経営中止

などにより、遊休農地を発生させない手だてとし

て菜種の作付が推奨されていますが、作付面積と

農家戸数の状況について伺います。 

  ２問目でありますが、町内産の菜種油の商品と

しての販売、利用状況について伺います。 

  ２件目でありますが、移住、定住、永住の支援

策について伺います。町民の方々の快適な住まい

づくり支援事業があります。また、人口減少に歯

止めがかからない中でも、地方や田舎暮らしを求

めて移住、定住してくださる方々もいらっしゃい

ます。町が整備した住宅もありますが、空き家バ

ンクの活用も大変好調と聞かれます。 

  しかしながら、前所有の状態での入居には水回

りや改修が必要になると思われます。また、物価

高が長引く中で建築資材も高騰しており、新築住

宅の着工件数も伸び悩んでいると聞きます。そこ

で、３問についてお伺いします。 

  １問目でありますが、快適な住まいづくり応援

事業、水洗化普及支援事業の制度利用状況につい
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て。 

  ２問目でありますが、空き家バンク登録件数の

状況と、これまでの実績について。 

  ３問目でありますが、新築住宅支援として、町

有地の分筆等の考えについて伺います。 

  ３件目でありますが、小中学校の配置について

伺います。町内には、小学校５校、中学校３校が

配置されております。内訳でありますが、小学校

５校の１年生は14人、２年生が22人、３年生が

17人、４年生が19人、５年生が22人、６年生が

42 人、中学校３校では、１年生が 25 人、２年生

が27人、３年生が35人在学しております。町か

らの手厚い支援を受けて、快適な中で児童生徒は

学習や部活動に励んでおりますし、優秀な成績を

収めております。近隣の自治体では、生徒数減少

による統合あるいは協議を持っているようであ

りますが、町としてどのような構想を持っておら

れるのか。 

  以上、３件について町当局の考えを伺います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男 ） 

  ただいまの質問に答弁をさせていただきます。

初めに、１件目の菜種作付状況と周知について、

遊休農地解消策としての菜種の作付面積と農家

戸数の推移についてであります。本町では、農家

の高齢化や担い手不足、条件不利を原因とする耕

作放棄地など、遊休農地の増加による害虫の発生

や景観悪化などの課題解決を図るため、平成24年

度から遊休農地解消対策資源循環推進事業とし

て、遊休農地に菜種の作付を行った農家に対し補

助を行い、遊休農地の解消に取り組んでおりま

す。 

  ご質問の作付面積と農家戸数の推移でござい

ますが、事業を開始した平成 24 年度であります

が、112 ヘクタールであった作付面積は令和６年

度には 571 アールに、農家戸数５戸から 18 戸に

それぞれ増加している状況であります。増加の要

因でありますが、高齢化等により、これまでの作

物の栽培が困難になったことや担い手不足によ

る遊休農地の増加のほか、推進事業の周知による

効果が考えられるほか、事業推進のために町で汎

用性コンバインや乾燥機を整備し、刈取りや乾燥

作業などを代行するなど、農家負担軽減の取組を

実施していることが菜種の栽培促進につながっ

たものと思っております。今後も、農家の負担軽

減を図りながら事業を推進してまいりたいと考

えております。 

  ２点目の菜種油の商品としての販売、利用状況

についてお答えをいたします。遊休農地解消対策

資源循環推進事業で栽培、収穫された菜種につき

ましては、町が１キログラム当たり200円で買取

りを行い、乾燥作業の後、秋田県の業者に加工と

瓶詰を委託し、300 ミリリットル入りと 720 ミリ

リットル入りの２種類の菜種油を製品化してお

り、それぞれ300ミリリットルにつきましては660
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円、720 ミリリットルにつきましては 1,540 円で

販売しております。 

  販売状況でありますが、道の駅くずまき高原や

各種イベント時での販売のほか、産直連携あさい

ちでは抽せん会の景品とするなどし、遊休農地解

消対策のＰＲ用でも利用しております。 

  また、令和６年度には、検査機関による成分検

査を実施し、製品の成分表示を行うことで、一般

商店での取扱いも可能になったことから、ふるさ

と納税の返礼品、いわて銀河プラザで実施される

くずまきフェアでの販売、まちの駅くずまきでの

販売など、販路拡大に取り組んでいるところであ

ります。 

  引き続き、遊休農地の解消対策や農村における

景観形成の維持に資する栽培品目として、事業の

推進に取り組んでまいります。 

  ２件目の移住、定住、永住の支援策についてお

答えをいたします。１点目の快適な住まいづくり

応援事業、水洗化普及支援事業の制度利用状況に

ついてであります。快適な住まいづくり応援事業

は、平成 23 年に住宅リフォーム応援事業として

開始し、これまで助成内容等を見直しながら継続

実施している事業であり、町民の皆様から多くの

ご利用とご好評をいただいておるところであり

ます。 

  現在は、30万円以上のリフォーム工事を町内事

業者が行う場合に、補助対象経費の３分の１、最

大50万円をくずまき商品券で交付しております。

事業開始から 15 年目を迎えておりますが、これ

までに延べ 644 件のリフォーム工事に助成を行

い、補助対象事業費ベースで総額約14億円、これ

に対する助成額ベースでは総額約１億2,700万円

となっております。また、今年度につきましては、

当初予算額を増額して対応しているところであ

ります。 

  次に、水洗化普及支援事業の制度利用状況につ

いてでありますが、本事業は水洗化に係る宅内排

水設備工事に要する費用に対し補助金を交付し、

経済的な理由で水洗化が難しかった世帯の水洗

化の推進と、水洗化が促進されることにより、河

川や水路といった水域の水質保全と生活環境の

向上が図られることを目的としているものであ

ります。 

  事業の内容でありますが、補助率は一般世帯で

補助対象経費の２分の１で上限を42万5,000円、

高齢者世帯等については、補助対象経費の３分の

２に相当する額で上限を 57 万円としており、い

ずれもくずまき商品券で交付しているものであ

ります。これまでの交付実績でありますが、平成

26 年度の事業開始から令和６年度までの 11 年間

で延べ198件、総額7,766万円を交付しているも

のであります。 

  ２点目の空き家バンク登録件数の状況とこれ

までの実績についてであります。空き家バンク

は、空き家対策として平成 22 年度から制度運用

を開始し、これまでに70件の物件が登録され、運

用されてきたところであります。現在の登録件数

の状況につきましては、今年度に入り７件の新規



 

 

- 44 - 

 

登録と３件の交渉成立により、登録件数は賃貸希

望が１件、売買希望が10件の計11件となってお

ります。これまでの成約実績につきましては、平

成 22 年度の制度開始から現在までの総登録物件

70件中、賃貸成立が28件、売買成立が24件とな

っております。 

  ３点目の新築住宅支援として、町有地の分筆等

の考えについてでありますが、町有地には行政財

産と普通財産があり、そのうち行政財産は庁舎用

地など町が直接使用する公用財産と、学校用地や

道路など住民のために使用する公共用財産があ

り、この行政財産は原則として売却することはで

きません。一方、行政財産以外の財産全般は普通

財産とされており、民有地と同じように売却する

ことが可能となっております。 

  町では現在、普通財産である土地を所有してお

りますが、基本的に町が所有する財産は、将来的

に行政目的に利用する見込みがあるものを所有

するものであり、今後において利用する見込みの

ない土地につきましては、財産の有効活用の観点

から売却することも検討してまいりたいと考え

ております。売却に当たりましては、住民の利便

性向上や人口減少対策を念頭に置きながら、空き

家バンクや宅地バンクと連携しながら進めてま

いりたいと考えております。 

  ３件目の小中学校の配置に係る町が持つ構想

についてであります。初めに、現在の町内小中学

校の学校数、学級数及び児童生徒数の状況であり

ますが、本年５月１日現在、小学校が４校、21学

級、136人、中学校が３校、10学級、87人となっ

ており、この10年間で小学校は１校減、学級数の

増減はなし、児童数は63人の減、中学校は学校数

の増減なし、学級数１減、生徒数は45人が減少し

ております。 

  また、複式学級の状況でありますが、小学校は

葛巻小学校を除く３校が複式学級を有しており、

小屋瀬小学校と五日市小学校が完全複式３学級

編制、江刈小学校は複式２学級を含む３学級編制

であり、中学校は複式学級の編制はございませ

ん。 

  県内では、令和６年５月１日現在で、小学校266

校中 71 校が、中学校では 144 校中５校が複式学

級を有している状況にあります。 

  次に、町内小中学校の統廃合の状況についてで

ありますが、地域の要望を受け、児童数の減少を

勘案した適正な教育環境の整備を図ることを目

的に、平成 31 年４月１日に旧吉ケ沢小学校を小

屋瀬小学校に統合し、小学校４校、中学校３校と

いう学校配置になり、現在に至っておるところで

あります。 

  ご質問の学校配置についての町の持つ構想に

ついてでありますが、広大な面積に集落が点在を

する本町の条件下において、学校の統廃合は児童

生徒にさらなる遠距離通学を強いることにもな

るものであります。遠距離通学をすることによ

る、こういう時代でありますから、児童生徒に対

するリスクというのも大きく考えられるもので

あります。地域に学校がなくなることは、子供と
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地域とのつながりが希薄となる懸念もあること

から、統合によるスケールメリットのみを判断材

料とすることなく、総合的な視点において教育環

境の改善が必要と考えております。 

  そうした中、さらなる児童生徒数の減少を起因

とする新たな教育課題が生じておることから、そ

の解決に向け、本年度取り組んでおります、国の

地方創生伴走支援制度での支援官とのディスカ

ッションや助言などをいただきながら、新たな少

子化時代に即した学校教育の在り方について検

討を深めてまいりたいと考えておりますので、ご

理解を賜りたいと存じます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  山岸議員。 

 

５番（ 山岸はる美議員 ） 

  それでは、１件目の質問でありましたが、１問

目でありますが、菜種の菜種油のことですが、安

定した助成や指導もあり、作付面積、農家戸数も

増加の傾向にあるということであります。菜の花

は、自然景観もよく、出没が増加する熊や野生動

物の人的、物的被害からの防衛策としても、遊休

農地を新たに発生させない、また人の手が入るこ

とで、その解消に努めることも期待されるもので

あります。 

  それでは、２問目でありますが、菜種油は血中

コレステロールを低下させる効果が高いという

ことでありますが、より多くの方々にも利用して

いただけるよう、世帯構成数からしても少量サイ

ズのお試し容量の周知や、なかなか町内に行って

も、今日私は買ってきたんですが、やはり皆さん

方もどこで置いているのか分からない方々も多

いようでありますが、いろいろな周知や案内も大

事であり、今後も様々な返礼品や記念品等、多く

の利活用が望まれますし、生産者の生産意欲と地

産地消のリサイクルが循環できる体制をさらに

努めていただきたいと思います。 

  ２件目でありますが、移住、定住の支援策につ

いてでありますが、快適な住まいづくり応援事

業、水洗化普及支援事業の制度利用状況でありま

すが、たくさんの皆さんから事業をお使いいただ

いて、その経済効果というのはすごく大きいもの

と思います。また、町民の居住環境の向上と町内

経済の活性化を図ることも目的であるようであ

ります。段差のないバリアフリー化や手すりの設

置等、また住宅にメンテナンスが入ることで住宅

の快適さと延命化につながると思われます。この

先の助成額の上限の見直しの考えはないのか伺

います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  いらっしゃい葛巻推進課長。 

 

いらっしゃい葛巻推進課長（ 大久保栄作 ） 

  お答えいたします。快適な住まいづくり応援事

業の担当課としてのお答えをさせていただきた

いと思います。この制度につきましては、先ほど
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町長答弁でもございましたとおり、平成 23 年に

住宅リフォーム応援事業としてスタートしたも

のでございまして、これまでも助成内容を何度か

見直しながら今に至っているところでございま

す。 

  それで、令和５年度ですか、令和５年度に制度

の見直しを、３回目ぐらいの見直しになるかと思

うんですけど、行っておりまして、その際に補助

率５分の１とあったものを現在の３分の１に引

き上げてございますし、補助上限額もそれまで15

万円であったものを 50 万円というふうに大幅に

引上げを行っておるものでございます。そうした

ことから、大幅な引上げ見直しを行ってまだ時間

もたっていないという状況でございますので、当

面は現在の状況を、現行の制度を継続してまいり

たいというふうに考えているところでございま

す。 

  以上です。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  地域整備課長。 

 

地域整備課長（ 和野康弘 ） 

  水洗化普及支援事業の制度についてお答えさ

せていただきたいと思います。こちらにつきまし

ては、先ほど町長ご答弁のとおり、平成26年から

進めておりますけれども、実際には平成 22 年か

ら高齢者等世帯の水洗化普及支援事業を行って

おります。そこから制度のほうを拡充いたしまし

て、一般世帯のほうでも使えるようにということ

で、26年度から水洗化普及支援事業ということで

今の形になっております。 

  そして、当然長年やっておりまして、物価高騰

等も発生しております。工事費も相当高くなって

おりますので、令和６年から補助額のほうを増額

いたしまして、それまでは一般世帯ですと上限額

37万 5,000 円だったものを 42万 5,000 円へ拡充

しておりますし、また高齢者等世帯につきまして

も50万円だったものを57万円ということで増額

している状況でございます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  山岸議員。 

 

５番（ 山岸はる美議員 ） 

  ありがとうございます。たくさんの補正予算を

組みながらも対応しているということは、引上げ

の効果があったということで、大変了解いたしま

した。 

  あとは、２件目についてでありますが、空き家

バンクの利用状況でありますが、空き家バンクは

町内各地に点在していると思います。地域に新た

な人材が入ることで、先ほどから質問であります

ように、各自治会の構成員数も増えるということ

で、自治体の活力源になるものと期待されます

し、町の様々なサポート事業の利用で、快適な住

まいの中で永住につながることを期待するもの

であります。 
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  ３問目についてでありますが、新築住宅の支援

策でありますが、町有地の分筆等の考えについて

でありますが、このように建設資材等が高騰する

中で、若い人たちに、町には様々な町有地がある

ということで、こうやって人口が１万7,000人か

ら今5,000人に減ってきた中で、その人たちの、

若い人たちが望む、地域にある町有地などは新築

住宅の支援策という形に沿ったような感じで、こ

ういうふうに売却の検討もされるということで、

すごく朗報であると思われます。町内各地にある

町有地の利活用は、人口減少が進む中で若い方々

の生活支援として、また多方面にマンパワーが広

がることにも期待できると思われます。ぜひ積極

的に情報発信していただいて、若い方が各町内、

各地域にその活力が回るように期待するもので

あります。 

  それで、３件目に移りますが、先ほど私質問の

中で小学校５校と言ってしまいましたが、４校で

訂正させていただきます。 

  ただいま町長のほうから今後の構想があると

いうようなお話をいただきました。山村留学制度

でありますが、これは葛巻高校ではありますが、

当町出身の生徒たちには町内で学びながら、全国

各地から様々な教育、あるいは生活環境の違う生

徒の皆さんと一緒に教育を受けたり、交流できる

ことのメリットがあり、社会に出る前の大きなス

テップとなる機会であると思います。仲間が増え

るということは、これまでできなかったクラブ活

動や様々な人間性に触れて、仲間づくりや輪も広

がっていくことと思います。国のほうの指導も受

けながら、新たな子供たちがこうやって減ってい

く中でも、山村留学制度のように、県内において

も先駆けたような取組であると思いますので、小

学校の配置に関してはスピード感を持って進め

ていただきたいと思いますが、その点についても

う一度答弁お願いいたします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  教育長。 

 

教育長（ 石角則行 ） 

  ただいまのご質問に対してご説明をさせてい

ただきます。基本的には、先ほど町長が申し上げ

ましたとおり、これまでにも一貫して町としては

地域の要望を受けて、それにお応えしてくる形で

やってきたということであります。それは何に基

づいてということは、平成 27 年に文科省でも出

しております公立小学校・中学校の適正規模・適

正配置等に関する手引の中でも、学校に関して言

っている部分がありますので、ご紹介させていた

だきます。 

  児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認

め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて、

判断力、問題解決能力を育み、社会性や規範意識

を身につけさせることが学校教育では重要であ

ると。そういった中で、一定の学校規模というの

は重要視されることはあると。その中において大

事にされるべきことということで、各地域のコミ
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ュニティーの核としての性格を有することが多

く、まちづくりの在り方と密接不可分であるとい

う性格を持ち合わせております。このことから、

学校規模の適正化や適正配置の具体的な検討に

ついては、行政が一方的に進めるものではないこ

とは言うまでもありません。こういったことに鑑

み、学校教育の直接の受益者である児童生徒の保

護者や将来の受益者である就学前の子供の保護

者の声を重視しつつ、「地域とともにある学校づ

くり」の視点を踏まえた丁寧な議論を行うことが

望まれるとあります。 

  これを受けまして町では、先ほどの答弁のよう

な繰り返しの回答になりますが、やはり広大な土

地面積を持ちます葛巻町の中におきまして、これ

以上児童生徒がさらなる遠距離通学となること

を強いることはかなりのリスクがあると、そうい

ったことを鑑みながら、慎重に考えていくべきで

あるということが第一でございます。 

  しかしながら、違う質問でもありますとおり、

新たな少子化時代に即したのはどのような形で

あるかということで、例えばですが、町では小規

模校が深まる学びというので、少人数が、例えば

四、五人の学級で深まる、広がる考え方になるだ

ろうか。こういったことを解消するために、Ａ小

学校とＢ小学校をＩＣＴ、いわゆるインターネッ

トを使って、タブレット端末を使いながら、他校

と授業を交換しながら意見を交換する、そういっ

たことで、こういうふうな考えがあるんだという

ことを新たに知ったりとか、そういうことができ

る、そういったのを小学校で進めております。 

  今後、こちらにつきましては、国の支援官とも

相談しながら、国の特区なりを取りながら、町で

できる小規模校の在り方、小規模複式の在り方に

対応できる新しい教育の在り方というのを果敢

に挑戦する町として、教育の分野としても示せる

んではないかなと思って、教育の閉塞感をなくす

ることをまずしっかりとやっていくことが大事

だと考えて、今国の地方伴走支援の支援官とも指

導を受けながらやっている状況でございます。こ

ういったことも考えながら、適正な規模につい

て、そして今できることもしっかりと検討しなが

ら対応してまいりたいと思いますので、ご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  山岸議員。 

 

５番（ 山岸はる美議員 ） 

  町民の皆様も、今新聞紙面等でもいろいろ県立

高校の再編等、いろんな情報が入ってきておりま

すが、どのような方向性で進めていくのかと思っ

ておられると思います。国の伴走支援を受けなが

ら、スピード感を持って周知を進めていくことを

お願いいたします。 

  以上で私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 
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  これで一般質問を終わります。 

  以上で本日の日程は全て終了しました。 

  お諮りします。議事の都合により明日９月９日

から 11 日までの３日間を休会としたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  なお、議案審査のため、明日９日及び11日は輝

くふるさと常任委員会を開催しますので、お知ら

せいたします。 

  本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。 

 

（ 散会時刻 １４時２２分 ） 


